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第１章 災害医療体制の基本事項 

第１節 災害時医療体制の基本的な考え方 

１ 災害時医療救護活動マニュアルの取扱い 

本マニュアルは、行政機関や医療従事者を対象に、墨田区地域防災計画で定める災害発生時の具

体的な医療救護活動を示すものである。内容は、東京都の「災害時医療救護活動ガイドライン（第

2 版）」（平成３０年３月）の見直しのほか、訓練等により実践、検証のうえ、必要に応じて更新し

ていく。 

 

２ 墨田区の被害想定 

 墨田区地域防災計画では、平成 24 年４月に都が公表した「首都直下型地震等による東京の被害

想定」のうち最も大きな被害想定値を前提条件として、対策の強化に努めている。 

 

図表 1【墨田区の被害想定（地震）】 
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図表 2【墨田区水害ハザードマップ】（荒川が氾濫した場合の浸水想定区域） 

 

 荒川が氾濫した場合、区内の広範囲及び多くの病院が浸水する。 
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３ フェーズ区分と主な医療救護活動 

東京都では、医療救護体制の活動内容の目安として、発災直後から中長期までを細分化し、６区

分としている。各フェーズに想定されている状況と主な医療救護活動は以下のとおりである。 

図表 3【フェーズ区分と想定される状況】 

区  分 想定される状況 

０ 
発災直後 

（発災～６時間） 

建物の倒壊や火災等の発生により傷病者が多数発生し、救出救助

活動が開始される状況 

１ 
超急性期 

（６～７２時間） 

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送されるが、ライフライ

ンや交通機関が途絶し、被災地外からの人的・物的支援の受入れ

が少ない状況 

２ 
急性期 

（７２時間～１週間） 

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等が復活し始めて、

人的・物的支援の受入体制が確立されている状況 

３ 
亜急性期 

（１週間～１か月） 

地域医療やライフライン機能、交通機関等が徐々に復旧している

状況 

４ 慢性期（１～３か月） 
避難生活が長期化しているが、ライフラインがほぼ復旧して、地

域の医療機関や薬局が徐々に再開している状況 

５ 中長期（３か月以降） 医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほぼ再開している状況 

 

図表 4【主な医療救護活動】 

区  分 
主な活動内容 

墨田区及び地区医療救護班等の活動 他の医療チーム（※）の活動 

０ 発災直後 

○ 被害情報の収集・集約 

 ○ 緊急医療救護所の開設・運営 

  ○ 病院前トリアージの実施  

○ 東京ＤＭＡＴの出場 

○ 傷病者等の被災地域外への搬送 

１ 超急性期 

              ○ 都医療救護班等の被災地域への 

派遣 

    ○ 他県ＤＭＡＴによる病院支援 

２ 急性期 

  ○ 避難所医療救護所の運営 

○ 医薬品の供給 

○ 避難者の定点・巡回診療              

○ 他県医療救護班の受入れ 

３ 亜急性期 
 

 

 

４ 慢性期 
 

 

 

５ 中長期 
 

 

 

※ 他の医療チームとは・・・東京都災害時医療救護活動ガイドラインによる分類では、次のとおりとなる。  

（１）都内の医療チーム・・・東京ＤＭＡＴ，東京都医療救護班等 
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（２）協力医療チーム・・・都内ＤＭＡＴ，ＪＭＡＴ（都内の） 

（３）応援医療チーム ・・・他県ＤＭＡＴ，ＪＭＡＴ（全国の），日本赤十字社救護班 

 

４ 医療救護活動の連携体制 

東京都地域防災計画に定めている発災直後から急性期までの連携体制は図表５のとおり。 

 

図表 5【発災直後から急性期までの連携体制】 

 

５ 医療機関の役割分担 

 災害時に発生する多くの傷病者に対応するため、すべての医療機関や医療救護所の役割分担を定

めている。 

すべての病院は「災害拠点病院」、「災害拠点連携病院」、「災害医療支援病院」に分類されており、

災害拠点病院や災害拠点連携病院は、主に重症者や中等症など入院が必要な傷病者を受け入れる。

また、専門的医療を行う災害医療支援病院や診療所（透析医療機関、産科及び有床診療所）は、原

則として医療機関での業務を継続し、その他の災害医療支援病院や診療所、歯科診療所、薬局は、

発災直後は区の地域防災計画に基づく医療救護活動が主体になり、発災後１週間以降に平時の業務

へ徐々に移行する。 

 

図表 6【災害拠点病院等の分類】 

指定区分 説  明 

災害拠点病院 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

災害拠点連携病院 
主に中等症者や容態の安定した重症者の収容･治療を行う都が指定す

る病院 

災害医療支援病院 
専門医療、慢性疾患への対応、区地域防災計画に定める医療救護活動

を行う病院（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院） 



5 

 

６ 医療救護所 

 通常の医療体制では対応できない場合、墨田区地域防災計画に基づき、医療救護所を設置する。 

 医療救護所は、主に緊急医療救護所と避難所救護所に分類される。 

 

図表 7【医療救護所の分類】 

種別 内容 

緊急医療救護所 区市町村が、災害拠点病院等の近接地等に設置する医療救護所 

避難所医療救護所 区市町村が、避難所に設置する医療救護所 

 

７ 協定に基づく要請による区内の保健医療活動チーム 

 区は、墨田区医師会、向島・本所歯科医師会、墨田区薬剤師会、東京都柔道整復師会墨田支部、

東京都訪問看護ステーション協会（以下、「災害医療関係機関」という）に対して、協定に基づき保

健医療活動チーム（都のガイドラインでいう、地区医療救護班、地区歯科医療救護班、及び薬剤師

班等）の編成・派遣を要請する。保健医療活動チームは、病院や救護所において医療活動を行う。 

 

  



6 

 

第２節 墨田区災害医療コーディネーター 

１ 災害医療コーディネーターの概要 

 災害時の医療救護活動の統括及び調整を行う災害医療の専門家として、東京都、二次保健医療圏、

特別区及び市町村のそれぞれで災害医療コーディネーターを指定している。 

  

図表 8【災害医療コーディネーターの役割】 

名 称 説 明 

区市町村災害医療コーディネーター 
区市町村内の医療救護活動等を統括・調整するために医学

的助言を行う、区が指定する医師 

東京都地域災害医療コーディネーター  
各二次保健医療圏域の医療救護活動等を統括・調整するた

め、都が指定する医師。※区東部は都立墨東病院医師 

東京都災害医療コーディネーター 
都全域の医療救護活動等を統括・調整するために、医学的

な助言を行う、都が指定する医師。 

 

２ 墨田区災害医療コーディネーター 

区では、災害医療に精通した医師３名を、墨田区災害医療コーディネーター（非常勤職員）とし

て委嘱している。 

（１）墨田区災害医療コーディネーターの役割 

① 保健医療活動チームの配分調整 

② 区が医療救護活動等を統括・調整するために必要な医療情報を集約・一元化し、医学的助

言を行う。 

③ 平時から、区の医療連携体制に関する医学的助言を行う。 

④ 医療救護活動拠点における調整会議の医療に関わる中心的な役割を担うほか、地域災害医

療コーディネーター等の関係機関との情報連絡体制を構築する。 

（２）具体的な職務 

① 区の医療救護活動方針（計画）の策定に関すること 

区内の被害状況、医療救護所の医療ニーズ、医療チーム（図表４）の活動状況などを踏ま

え、区の医療救護活動方針（計画）に関して、医学的な助言を行う。 

② 保健医療活動チームの配分調整に関すること 

 区内の病院や医療救護所の人的・物的資源に不均衡が生じないように、保健医療活動チー

ムの配分調整について、医学的な助言を行う。 

③ 傷病者を受け入れる病院の確保に関すること 

 傷病者を受け入れる病院の確保に向けて、墨田区内の病院、圏域内の災害拠点病院及び二

次保健医療圏に設置される医療対策拠点（墨東病院）と調整する。 

④ 地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

医療救護活動方針（計画）等について、医療対策拠点の東京都地域災害医療コーディネー

ターと調整する。また、亜急性期以降は医療対策拠点を閉鎖するため、東京都地域災害医療

コーディネーターから、必要に応じて専門的な助言を受ける。 
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⑤ 墨田区災害歯科・災害薬事コーディネーターとの連絡調整に関すること 

 歯科医療救護活動について墨田区災害歯科コーディネーターと調整し、医療救護活動にお

ける薬事については墨田区災害薬事コーディネーターと調整する。 

（３）墨田区災害医療コーディネーターの参集条件 

原則として震度 6 弱以上の地震が発生した場合、及びその他区長の要請があった場合は、墨

田区災対保健衛生部（墨田区役所５階保健計画課）に参集する。 

   

図表 9【墨田区災害医療コーディネーターの活動期間の目安】 

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５ 

発災直後 超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期 

      

【墨田区災対保健衛生部に参集】 

・墨田区の医療救護活動方針（計画）策定への助言 

・保健医療活動チーム等の配分調整 

・傷病者を受け入れる病院の確保 

・地域災害医療コーディネーターとの連絡調整 

【情報連絡体制に移行】 

・墨田区災対保健衛生部への定期的な情報共有、助言等。 

 

第３節 墨田区災害歯科コーディネーター 

１ 墨田区災害歯科コーディネーター 

災害時の歯科医療救護活動の統括や調整を行う災害歯科医療の専門家である。区では、災害時の

歯科医療・口腔衛生に精通した歯科医師４名を、墨田区災害歯科コーディネーター（非常勤職員）

として委嘱しており、本区が全国に先駆けて独自に設置したものである。 

名 称 説 明 

墨田区災害歯科コーディネーター 

区内の歯科に関する医療救護活動等を統括・調整し、災害医

療コーディネーターを歯科の面でサポートする、区が指定す

る歯科医師 

 

（１）墨田区災害歯科コーディネーターの役割 

① 墨田区災害医療コーディネーターの歯科医療救護活動面でのサポート 

② 保健医療活動チーム（歯科医師）の編成及び医療救護所・避難所への派遣 

③ その他保健医療活動チーム（歯科医師）の活動の統括・調整 

（２）具体的な職務 

① 墨田区災害医療コーディネーターに対する歯科医療分野における助言 

② 保健医療活動チーム（歯科医師）の編成と各緊急医療救護所への派遣 

③ 保健医療活動チーム（歯科医師）の活動における歯科医療活動統括者としての判断（例：

口腔顎顔面外傷への対応判断等） 

④ 中等症以上の口腔顎顔面外傷者の収容先医療機関の確保（墨田区災害医療コーディネータ

ーとの協議、調整を含む。） 
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⑤ 避難所医療救護所における保健医療活動チーム（歯科医師）の巡回歯科保健活動の調整・

統括 

⑥ 東京都歯科医師会との調整 

（３）墨田区災害歯科コーディネーターの参集条件 

原則として震度６弱以上の地震が発生した場合及び、その他区長の要請があった場合に、墨

田区災対保健衛生部（墨田区役所５階保健計画課）に参集する。 

 

図表 10【墨田区災害歯科コーディネーターの活動期間の目安】 

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５ 

発災直後 超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期 

      

【墨田区災対保健衛生部に参集】 

・病院前トリアージに従事する保健

医療活動チーム（歯科医師）の編成 

・緊急医療救護所における保健医療

活動チーム（歯科医師）の活動の統括 

・墨田区の医療救護活動方針（計画）における歯科分野で

の助言 

・墨田区災害医療コーディネーターのサポート 

・医療救護所活動チーム（歯科医師）の配分調整 

（特に避難所医療救護所における巡回歯科保健活動統括） 

 

 

第４節 墨田区災害薬事コーディネーター 

１ 災害薬事コーディネーターの概要 

 災害時の医薬品の適切な供給管理など、医療救護活動が円滑に進むよう、薬事の面から災害医療

コーディネーターをサポートし、必要な情報収集や保健医療活動チーム（薬剤師）の活動の調整を

行う薬事の専門家として、都内の区市町村が指定している。 

なお、災害薬事コーディネーターの詳細は、東京都福祉保健局が策定している「災害時における薬剤師

班活動マニュアル」に規定されている。 

名 称 説 明 

墨田区災害薬事コーディネーター 

医療救護活動に必要な医薬品の調達、供給等を統括・調整し、

災害医療コーディネーターを薬事の面でサポートする、区が

指定する薬剤師 

 

２ 墨田区災害薬事コーディネーター 

 区では、災害時の医薬品等の適切な供給管理と、情報収集や保健医療活動チーム（薬剤師）の活

動の調整を行う地区薬剤師 3 名を、災害薬事コーディネーター（非常勤職員）として委嘱してい

る。 

（１）墨田区災害薬事コーディネーターの役割 

① 墨田区災害医療コーディネーターの薬事面でのサポート 

② 災害時の医薬品等の適切な供給管理を行う「墨田区災害薬事センター（項 20 を参照）」

の長としての医薬品の管理に関する調整 

③ 保健医療活動チーム（薬剤師）の編成や派遣に関する調整業務 



9 

 

④ 薬事関係者との調整業務 

 

図表 11【災害薬事コーディネーターの具体的な職務等】 

災害薬事センターを管理する職務 
墨田区災害医療コーディネーターを 

補佐する職務 

●災害薬事センター設置体制の確保 

設置・運営を担当する地区薬剤師班の指揮 

●災害薬事センターにおける業務についての地区

薬剤師班への指示 

●医薬品等の適切な備蓄と供給の管理 

・緊急医療救護所等からの供給要請のとりまとめ 

・避難所医療救護所からの医薬品供給要請を取り

まとめ、医薬品卸売業者に発注すること 

・医療救護所等への医薬品供給と在庫（支援医療

チーム等の持参残薬を含む）状況の管理 

●医薬品等の代替供給の提案 

●医療救護所等からの情報収集と分析 

●墨田区災害医療コーディネーター（医療救護活

動拠点）との連携 

●行政との連携による、医薬品・医療資器材の早期

確保 

●保健医療活動チーム（薬剤師）の編成と医療救護

所への派遣 

（緊急医療救護所へは震度 6 弱以上で自動参集） 

●医療救護活動拠点（災対保健衛生部）のミーティ

ングへの参加 

●地域内の薬事に関する情報収集と共有 

●都薬剤師班の派遣要請と受け入れ調整 

 

（２）墨田区災害薬事コーディネーターの参集条件 

原則として震度 6 弱以上の地震が発生した場合、及びその他区長の要請があった場合に、墨

田区災対保健衛生部（墨田区役所５階保健計画課）に参集する。 

 

図表 12【墨田区災害薬事コーディネーターの活動期間の目安】 

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５ 

発災直後 超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期 

      

【墨田区災対保健衛生部に参集】 

・緊急医療救護所における保健医療

活動チーム（薬剤師）の活動（医薬品

の供給、トリアージ等）を統括 

・墨田区災害医療コーディネーターの薬事面でのサポー

ト 

・医薬品の管理、供給（薬事センター長としての業務） 

・保健医療活動チーム（薬剤師）の配分調整 
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第５節 災対保健衛生部（医療救護活動拠点） 

１ 災対保健衛生部（医療救護活動拠点）の役割等 

（１） 災対保健衛生部（医療救護活動拠点）の設置及び各コーディネーターの参集 

保健衛生担当部長は、災害発生後速やかに墨田区保健所（区役所５階）に災対保健衛生部（医

療救護活動拠点）を編成し、災対保健衛生部長の任にあたる。また、墨田区災害医療コーディ

ネーター、墨田区災害歯科コーディネーター、墨田区災害薬事コーディネーターは、災対保健

衛生部（医療救護活動拠点）へ参集する。 

用語 説明 

医療救護活動拠点 
区市町村が、医療救護所や在宅療養者の医療支援に関して調整・情報

交換するために設置する拠点。 

 

（２）災対保健衛生部（医療救護活動拠点）の基本的運営 

毎朝・毎夕など定期的にミーティングを実施し、墨田区災害医療コーディネーターを中心に、

医療救護活動方針（計画）の確認や情報交換等を行う。特に各医療救護所の運営に不均衡が生

じないように、人的・物的支援の状況、医療救護活動が安全かつ効果的に行われているかなど

について確認する。参集した各コーディネーターは、医療救護活動拠点に長期的に渡って滞在

することはせず、日々の業務ごとに出所・退所する。 

（３）医療救護活動方針（計画）の策定 

災対保健衛生部長は、墨田区災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、区内の

医療救護活動方針（計画）を策定し、活動全体を調整する。 

（４）医療対策拠点（都立墨東病院）への報告・情報提供 

災対保健衛生部長は、医療対策拠点に対し、医療救護活動拠点を設置したことを報告し、医

療救護活動方針（計画）を情報提供する。 

（５）保健医療活動チームの編成及び派遣に関すること 

災対保健衛生部長は、災害医療関係機関に対して、保健医療活動チームの編成・派遣を要請

する。 

（６）区内全域の情報収集に関すること 

電話や地域防災行政無線、EMIS（広域災害救急医療情報システム：頁●資料●参照）、IP 無

線機、FAX により病院の被害状況や二次救急病院へ参集してきた保健医療活動チームについ

て確認するほか、情報収集・伝達手段の確保に努めるとともに、医療対策拠点や関係機関と連

携して、医療救護に必要な情報を集約し、共有する。病院において EMIS への入力が困難な場

合は、収集した情報を代行入力する。 

（７）緊急医療救護所の設置・運営に関すること（詳細は頁●以降を参照） 

災対保健衛生部長は、収集した被害状況をもとに、墨田区災害医療コーディネーターと協議

のうえ、緊急医療救護所の開設を決定する。 

また、二次救急病院院長に対して、緊急医療救護所の指揮者を務めるべき医師の指定を依頼

するとともに、緊急医療救護所開設班の職員を派遣し、その開設準備を行わせたうえ、開設後

の運営業務に従事させる。 
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（８）医療チーム（頁２参照）の派遣を要請すること 

災対保健衛生部長は、病院（災害拠点病院を除く）や医療救護所などで活動する（区の）保

健医療活動チームが不足している（又は不足が見込まれる）ときなど必要に応じ、医療対策拠

点（墨東病院）に対して、医療チームの派遣を要請する。 

（９）傷病者を受け入れる病院の確保に関すること 

災対保健衛生部長は、災害拠点病院を除く区内の病院、診療所から傷病者の受け入れ要請が

あったとき、受け入れ可能な病院を確保する。（ただし、確保を要請できる範囲は区市町村内の

病院、圏域内の災害拠点病院、医療対策拠点（墨東病院）に限られる。） 

 

図表 13【情報連絡系統の対象範囲（都ガイドラインより）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）医薬品・医療資器材の確保に関すること 

災対保健衛生部長は、墨田区薬剤師会と連携して墨田区災害薬事センター（頁 20 参照）を

設置し、備蓄医薬品の活用や卸売販売業者から医薬品の調達を行う。 

 

２ 災対保健衛生部の構成と業務分担 

災害発生時、災対保健衛生部は緊急医療救護所の開設以外にも、区対策本部との連絡調整、受援

調整、環境衛生、食品衛生、感染症対策、精神保健対策、要配慮者や避難所・避難者等への保健活

動等の業務を実施する。 

 災対保健衛生部の組織図及び各担当・班の業務内容は以下のとおりである。 
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図表 14【災対保健衛生部（本部）組織図】 

 

 

図表 15【災対保健衛生部（本部）レイアウト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部長

副部長 区職員

【情報管理部門】

災
害
医
療
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

災害歯科・薬事コーディネーター

無線機・電話・文具等

情報

管理班

職員医療提供、負傷者の移送、医薬品の分配調整

職員
本部、各関係機関との連絡調整、医療救護活動方針（計

画）、受援調整、人員調整等

・緊急医療救護所、区内医療機関等との通信、情報収集

・EMIS管理、収集した情報の整理、分析、共有
職員

管理担当（医療救護活動拠点）

広報 区民への情報提供、リスクコミュニケーション
保健計画

課長

・保健衛生担当部長

・災害医療、歯科、薬事コー

ディネーター

・医療救護活動拠点の統括

・調整案件の判断

・権限移譲

医療班

指揮・統括

調整班
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図表 16【災対保健衛生部組織図】 

 

  

渉
外
・
広
報
（

本
部
連
絡
員
）

統括：統括保健師

班長：保健師主査、衛生監視主査
班員：保健師、管理栄養士、歯科衛生士、
　　　衛生監視、事務

保健活動班保健活動担当

統括：保健センター所長

統括：保健計画課長

班長：感染症係長
班員：感染症

班長：精神保健係長
班員：精神保健

感染症対策班

こころのケア班

緊急医療救護所
開設班（７班）

食品衛生班 班長：食品衛生係長
班員：食品衛生

班長：生活環境係長
班員：生活環境

生活環境班

班長：保健計画担当主査
班員：保健計画、健康推進

班長：健康推進・食品衛生主査
班員：保健計画、健康推進、食品衛生

班長：保健計画・生活環境主査
班員：保健計画、健康推進、生活環境

班長：保健衛生担当各課主査
班員：保健衛生担当各課職員

災
対
保
健
衛
生
部
長

調
整
（

統
括
保
健
師
）

保
健
衛
生
副
部
長 緊急医療救護所担当

生活衛生担当

防疫医療担当

統括：保健予防課長

統括：生活衛生課長

統括：生活衛生課長

地域保健担当

班長：事業係長
班員：事業、保健指導

向島保健センター班

班長：事業係長
班員：事業、保健指導

本所保健センター班

医療班

調整班

管理担当 情報管理班
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図表 17【災対保健衛生部各隊の業務内容】 

隊名 業務内容 

管理担当 

（調整班、情報管理班、 

医療班） 

○医療救護活動拠点の設置・運営に関すること 

○都および関係団体との連携調整に関すること 

○人員調整等に関すること 

○保健衛生に係る計画及び広報に関すること 

○医療・貿易用資器材の調達・備蓄に関すること 

○災害薬事センターの設置、運営 

○災害時要配慮者等の食支援の管理に関すること 

○受援調整に関すること 

○医療救護活動に係る情報管理・分析に関すること 

○医療提供に係る調整、連携に関すること 

緊急医療救護所担当 

（緊急医療救護所開設班） 

７班 

○緊急医療救護所の設置・運営に関すること 

生活衛生担当 

（食品衛生班、生活環境

班） 

○ペットの同行避難に関すること 

○巡回保健活動に関すること 

○ねずみ族・昆虫等の防除に関すること 

○動物の保護・管理に関すること 

○飲料水等の衛生指導及び毒劇物等の管理に関すること 

○食品衛生の指導に関すること 

防疫医療担当 

（防疫医療班） 

○防疫用資器材の調達及び備蓄に関すること 

○感染症対策に関すること 

○メンタルケアに関すること 

地域保健担当 

（向島保健センター班、 

本所保健センター班） 

○保健センターの安全確保・避難誘導に関すること 

○相談体制の整備に関すること 

○災害時避難行動要支援者の支援に関すること 

保健活動担当 

（保健活動班） 

○巡回保健活動に関すること 

○災害時要配慮者（乳幼児・高齢者等）の救護に関すること 

○避難所等での健康相談、メンタルヘルス、衛生管理に関すること 

○災害時避難行動要支援者の支援に関すること 
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３ 情報連絡体制 

災対保健衛生部は、災害関係医療機関との情報連絡体制を確立するとともに、墨田区災害医療コ

ーディネーターの医学的な助言に基づいて、区内の医療救護活動を統括・調整する。 

 

図表 18【墨田区と災害関係医療機関との情報連絡・要請系統】 

 

（１）情報連絡・要請事項（区⇒Ａ～Ｄに対して） 

災対保健衛生部からＡ～Ｄの各医療機関に対する情報連絡、要請事項は次のとおり。 

 

図表 19 【災対保健衛生部から各医療機関への情報の流れ】 

区から 区からの情報連絡・要請事項  

災対保健衛生部 

・区災対保健衛生部（医療救護活動拠点）を設置したことを報告する。 

・医療救護所の設置・運営状況を報告する。 

・区内の被害状況について情報提供する。 

・医療救護活動方針（計画）について情報提供する。 

・医療チーム（都医療救護班等）の派遣を要請する。 

・傷病者を受け入れる病院の確保を要請する。 

Ａ 

・被害状況の報告を求める。 

・傷病者の受入を要請する。 

・医療救護所の設置運営

について調整する。 

 

Ｂ 

・傷病者を受け入れる病

院を提示する。 

・医療チーム（都医療救護

班等）の派遣を決定する。 

Ｃ 

Ｄ 

     

墨田区

（災対保健衛生部）
墨田区災害医療コーディネーター

Ａ 医療対策拠点

（墨東病院）

Ｂ 災害拠点病院

（東京曳舟病院）

Ｃ 災害拠点連携病院

（山田記念病院、中村病院、墨田中央病
院、同愛記念病院、賛育会病院、

済生会向島病院）

Ｄ 災害医療支援病院

（Ａ～Ｃの除く区内の全ての病院）
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（２）情報連絡・要請事項（Ａ～Ｄ⇒区に対して） 

Ａ～Ｄの各医療機関から災対保健衛生部に対する情報連絡、要請事項は次のとおりである。 

 

図表 20 【各医療機関から災対保健衛生部への情報の流れ】 

 各医療機関から区への情報連絡系統 区に対して 

Ａ 

・医療対策拠点を設置したことを報告する。 

・（必要に応じて）病院の被害状況の確認（現地調査を含む）を要請する。 

・圏域内の医療救護活動方針（計画）について情報提供する。 

・医療チーム（都医療救護班等）の派遣を決定する。 

・傷病者を受け入れる病院を提示する。 

区災対保健衛生部 Ｂ ・自院の被害状況を報告

する（EMIS 入力、電話、

無線通信、FAX による）。 

・区からの傷病者の受入

要請に対して可否を回答

する。 

・緊急医療救護所の設置

運営について調整する。 

 

Ｃ 
・傷病者を受け入れる病

院の確保を要請する。 

・医療チーム（都医療救護

班等）の派遣を要請する。 
Ｄ 

 

第６節 医療救護所の概要 

 救護所には、医師が医療救護活動を行う医療救護所や東京消防庁などの救助機関が活動を行う現

場救護所がある。区は、墨田区総合防災計画に基づいて医療救護所を設置・運営する。 

 

１ 医療救護所の種類 

医療救護所は主に緊急医療救護所（超急性期まで）と避難所医療救護所（急性期以降）に分

類される。 

 

図表 21【主な救護所の種類】 

 

救護所

医療救護所

（医師が活動を行う救護所）

緊急医療救護所

（超急性期に医療機関の近接地等に設
置する医療救護所）

避難所医療救護所

（主に、急性期から避難所内に設置す
る医療救護所）

現場救護所など

（消防などの救助機関が活動を行う救護所 など）
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図表 22【緊急医療救護所と避難所医療救護所の比較】 

 医療救護所 

種別 緊急医療救護所 避難所医療救護所 

内容 区が、発災後速やかに災害拠点病院などの

近接地等に設置するトリアージポスト及び

軽症処置エリア 

区が、おおむね急性期以降に、避難所に設

置する医療救護所 

目的 病院前トリアージの実施により、中等症者

等に対する二次救急病院の診療機能を確保 

重症度に応じた適切かつ迅速な医療の提供 

避難所における医療機能の提供 

場所 災害拠点病院等の近接地等 500 人以上の避難所、二次避難所（福祉

避難所） 

機能 【おおむね超急性期まで】 

・トリアージ 

・軽症者に対する治療 

【おおむね急性期以降】 

・傷病者に対する治療 

・避難者に対する健康相談、巡回診療等 

期間 原則として超急性期まで開設 

（近接病院等の状況から閉鎖を判断） 

原則として、急性期から慢性期まで開設 

（地域の医療機能、避難所の状況から閉

鎖を判断） 

 

２ 設置時期 

医療救護所の設置時期は次のとおり。 

 

図表 23【医療救護所の設営時期】 

 フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５ 

 発災直後 超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期 

想定される 

医療ニーズ 

   

 

 

   

緊急医療救護所 
      

避難所医療救護所 
      

 

  

外傷治療・救急救命 

慢性疾患治療・被災者の健康管理 

慢性疾患治療・被災者の健康管理（巡回診療を含む） 

速やかに設置、トリアージ・応急措置 
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第７節 医薬品・医療資器材 

１ 災害薬事センター 

災害薬事センターは、区市町村が災害発生後速やかに設置する薬事に関する拠点で、区は、墨田

区薬剤師会と連携して、以下の場所に設置する。 

災害薬事センターは、医療救護所、避難所への医薬品等の供給拠点であるとともに、医療チーム

に医薬品に関する情報や薬剤師の活動状況等の情報を提供する情報拠点としての役割も担う。災害

薬事センターについての詳細は、東京都福祉保健局が策定している「災害時における薬剤師班活動

マニュアル」に規定されている。 

 

【災害薬事センター設置場所】 

施設名 所在地 

墨田区医薬品・情報管理センター 
墨田区向島１－２７－５ 

 坂口第三ビル３階 

 

図表 24【医薬品供給の流れ（地域防災計画 P212）】 

 

２ 調剤と服薬指導 

災害薬事センターにおいて従事する地区薬剤師班は、医療救護所の医師が発行した「災害用処方

箋」（頁●頁資料●）により、調剤を行う。なお、医療機関が発行した通常の院外処方箋は、原則と

して地区薬剤師班でなく薬局が対応する。 

また、調剤済みとなった「災害用処方箋」には、調剤日及び薬剤師名、所属薬剤師会を記入し、

調剤日別に保管する。処方薬の交付には災害用薬袋（頁●、●資料●）を使用し、患者や代理人へ

の十分な服薬指導を行う。 
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第２章 災害時の初動（超急性期：72 時間まで）医療救護体制            

第１節 災害時における初動医療体制 

災害時における医療救護活動は、区民の生命と身体を守るための最重要事項である。 

区は、災害医療関係機関及び区内の各種病院等と密接な連携をとりながら、被災者の救護に万全

を期すため、初動医療体制を確立するとともに、情報の収集伝達等を実施する。 

 災害時における初動医療体制の流れは、次のとおりである。災害医療関係機関の会員は、事前の

割り当てに従い、災害拠点病院等（墨田区では 7 か所の二次救急病院）に参集する。参集後は病院

長等の指示により、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、訪問看護師は病院に近接するトリアー

ジポスト、もしくは軽症処置エリアに移動して医療救護活動に従事する。 

 

図表 25【初動体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災対保健衛生部（医療救護活動拠点） 
：災対保健衛生部長 

軽
傷
処
置
エ
リ
ア 

本部長：区長 

区災害医療コーディネーター 

（派遣） 

（緊急医療救護所の設置運営について調整） 

災害拠点病院・ 

災害拠点連携病院 

（二次救急病院）の 

トリアージポスト 

墨田区医師会 

向島・本所歯科医師会 

墨田区薬剤師会 

柔道整復師会墨田支部 

区 災 害 対 策 本 部 

（参集） 

緊 急 医 療 救 護 所 

地域災害医療 
コーディネーター 

災対総務部 

災対物資輸送部 

災対救護部 

災対環境部 

災対施設保護部 

災対要配慮者救護部 

災対建築部 

災対建設部 

災対教育部 

災対区議会部 

白鬚東地区防災拠点

参集隊 

（派遣要請） 

（派遣決定） 

（開設班派遣） 

（報告） 

訪問看護ステーション協会 

（傷病者の受入要請） 

区災害歯科コーディネーター 

区災害薬事コーディネーター 

サポート 

 二次保健医療圏 
医療対策拠点 

（都立墨東病院） （報告） （指示） 
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第２節 災害発生時の参集体制 

１ 災対保健衛生部職員の参集体制 

区内に震度５強以上の地震が発生した場合には、墨田区職員災害対策マニュアルで規定されてい

るとおり、災対保健衛生部職員は以下のような配備体制をとる。その他の災害が発生した場合は、

災対保健衛生部長の指示により配備態勢をとる。 

災対保健衛生部の臨時非常配備職員は、夜間・休日に震度５強以上の地震が発生した場合、緊急

医療救護所開設班として区内７か所の二次救急病院に各４名が自動参集し、向島・本所保健センタ

ー班として各３名が保健センターに参集する。それ以外の職員は、災害対策本部準備隊として、本

部となる区役所に参集することとなる。 

 

図表 26【区職員の参集体制】 

状況 勤務時間中の配備体制 夜間・休日の配備体制 

区内に震度５強以上の地震発生 第３非常配備（※1） 
臨時非常配備（※2） 

（第３非常配備に移行） 

※1 第３非常配備：全職員が参集 
※2 臨時非常配備：一般職員（墨田区及び隣接区に居住する者）、管理職員（墨田区及び隣接区並びに北区、

豊島区、文京区、新宿区、千代田区、港区に居住する者）が参集 

 

図表 27【各緊急医療救護所開設班の体制】 

緊急医療救護所開設班 ４名 

事務長（軽傷処置エリア通信含む） 

記録班 

通信班（トリアージポスト） 

事務管理班 

※緊急医療救護所開設班は、トリアージポスト及び軽傷処置エリアの開設後、保健医療活動チームとともに
医療救護活動を開始する。 

 

２ コーディネーターの参集体制 

 墨田区災害医療コーディネーター、墨田区災害歯科コーディネーター、墨田区災害薬事コーディ

ネーターについては、原則として震度６弱以上の地震が発生した場合及び、その他区長の要請があ

った場合に、墨田区災対保健衛生部（墨田区役所５階保健計画課）に参集する。 

 

３ 災害医療関係機関の参集体制 

災害医療関係機関の会員については、震度６弱以上の地震が発生した場合、予め割り当てられて

いる二次救急病院へ自動参集となる。 

 

 

 

 

 

＜参集名簿の作成＞ 

各会の割当について、年 1 回（毎年 1 月頃）保健計画課で集約し、保健計画課及び各二

次救急病院で保管する。 
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第３節 緊急医療救護所 

大規模災害発生時には、災害拠点病院等に傷病者が殺到することが予想されるが、発災直後から

超急性期（６～７２時間）においては、重症者等の治療・収容を優先する必要がある。そのため、

病院機能を確保することを目的として、区が病院敷地内または門前に「トリアージポスト」を設置

し、優先して治療をする必要がある重症者等の患者を治療・収容する。 

一方、比較的傷病の緊急度や重症度が軽い、多数の軽症者の手当を行うため、区は災害拠点病院

等の近接地等に「軽傷処置エリア」を設置し、保健医療活動チームとともに軽症者の治療を行う。 

緊急医療救護所は、基本的に発災から７２時間までの設置するものとし、以降は避難所に設置さ

れる避難所医療救護所へ役割を引き継ぐ。 

 

図表 28【医療救護活動の流れ・全体イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 薬局・ドラッグストアなどで、 

処方箋が無くても購入できる医薬品 
（一般用医薬品）のこと。 

 

 

 

 

軽症患者 

軽傷処置エリア 

その他の患者 

（慢性疾患等） 

外 傷 等 の 患 者 

ト
リ
ア
ー
ジ
ポ
ス
ト 

重症患者 

中等症患者 

 

災害拠点病院 

災害拠点連携病院 

【薬局ブース】 

ＯＴＣ（※）の供給、災害用医薬品の投薬 

【治療・診察スペース】 

応急処置等の治療 

傷病者 
【赤：重症】 

【黄：中等症】 

【緑：軽症】 

トリアージ 
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１ 緊急医療救護所の定義 

緊急医療救護所は、発災直後から超急性期において区が設置するもので、傷病者のトリアージを

行う「トリアージポスト」と軽症者の処置を行う「軽傷処置エリア」の２つのエリアで構成される。 

（１） トリアージポスト 

災害拠点病院等の敷地内もしくは病院前に設置する。患者を傷病の緊急度や重症度に応じて

分類し、優先して治療をする必要がある重症者等の患者を病院内に搬送する。 

（２） 軽傷処置エリア 

区が災害拠点病院等の敷地内もしくは近接地等に設置し、軽症者の応急処置や医薬品の供給

を行う。 

 

２ 緊急医療救護所の開設場所 

緊急医療救護所は、区内７か所の二次救急病院に開設する。本来、トリアージポストと軽症処置

エリアについては、病院の敷地内か門前に開設することが望ましいが、墨田区内の多くの二次救急

病院においては、病院敷地のスペースの関係上、敷地内及び門前の設置は困難である。そのため、

トリアージポストは、原則として、病院の敷地内もしくは門前に開設するが、医療救護所について

は、敷地内の開設が困難な場合は近接地の公共施設等に開設する。 

 

図表 29【墨田区の緊急医療救護所の特徴】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病院 トリアージポスト
軽傷処置

処方調剤

赤

黄

緑

病院
トリアージ

ポスト黄

赤
軽傷処置

処方調剤
緑

都推奨

パターン

墨田区

パターン
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７２

６

３

１

４

５

図表 30【緊急医療救護所の設置場所一覧（地図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 
トリアージポスト

開設予定病院 

軽傷処置エリア  

開設予定施設 

 東京曳舟病院 
東武線高架下 

※曳舟文化センター 

 同愛記念病院 病院敷地内駐車場 

 墨田中央病院 
デイケア墨花（墨田中央

病院外来棟） 

 東京都済生会向島病院 

都立日本橋高校 

 中村病院 

  賛育会病院 柳島小学校 

 山田記念病院 外手小学校 

※    は、「拠点となる緊

急医療救護所」となるため、発

災時は優先的に開設予定 
１ 

２ 

３ 

６ 

７ 

 １  ２ 

４ 

５ 
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図表 31【災害拠点病院・災害拠点連携病院・災害医療支援病院】 

 所在 電話番号 備考 

１ 災害拠点病院 

東京曳舟病院（二次救急病院） 東向島２-27-1 5655－1120  

２ 災害拠点連携病院 

同愛記念病院（二次救急病院） 横網 2-1-11 3625－6381  

墨田中央病院（二次救急病院） 京島 3-67-1 3617－1414  

東京都済生会向島病院（二次救急病

院） 
八広 1-5-10 3610－3651  

中村病院（二次救急病院） 八広 2-1-1 3612－7131  

賛育会病院（二次救急病院） 太平 3-20-2 3622－9191  

山田記念病院（二次救急病院） 石原 2-20-1 3624－1151  

４ 災害医療支援病院（２）：トリアージポストを設置する予定のない病院 

※「１～３の病院以外は全て」災害医療支援病院に区分される。  

中林病院 東向島 3-29-9 3614-4641  

梶原病院 墨田 3-31-12 3614-2255  

東京都リハビリテーション病院 堤通 2-14-1 3616-8600  

湘南メディカル記念病院 両国 2-21-1 3634-6111  
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図表 32【各軽傷処置エリアの概要】 

軽傷処置エリア 
所在地 備考（利用可能場

所等） 

トリアー

ジポスト 緯度（※） 経度 

東武線高架下 
東向島 2－２７ 

 
東京曳舟

病院 35,71,8 139,81,6 

曳舟文化センター 

（楽屋） 

京島１－３８－１１ 東武高架下で活動が

困難な場合に使用 35,43,6 139,49,8 

同愛記念病院 横網２－１－１１ 駐車場 
同愛記念

病院 

墨田中央病院 京島３－６７－１ デイケア墨花 
墨田中央

病院 

都立日本橋高校 

八広１－２８－２１ 

１階会議室 

中村病院 

・ 

済生会向

島病院 
35,71,98 139,824 

柳島小学校 
横川５－２－３０ 応接室、相談室

等 

賛育会病

院 35,42,13 139,49,3 

外手小学校 
本所２－１－１６ 

保健室等 
山田記念

病院 35,42,9 139,48,2 

※ 緯度・経度については、EMIS（頁５１、資料５参照）を活用する際、必要な情報になる。 

 

３ 緊急医療救護所開設の発令 

（１）勤務時間中の発令 

墨田区職員災害対策マニュアルの規定に基づき、災対保健衛生部（医療救護活動拠点）が編

成される。災対保健衛生部長は墨田区災害医療コーディネーターと協議のうえ、トリアージポ

スト及び医療救護所の開設が必要と判断される場合は、緊急医療救護所開設班の職員に対して

開設準備を命じ、災害時の医療救護活動を開始する。 

ただし、震度 6 弱以上の地震が発生した場合は、トリアージポストはすべて開設するものと

し、災対保健衛生部長は開設班の職員を派遣する。 

（２）夜間・休日の発令 

平日夜間や休日に、区内で震度６弱以上の地震が発生した場合には、災対保健衛生部の編成

に遅れが生じる事態に備え、トリアージポスト開設命令は自動発令されることとし、緊急医療

救護所開設班は、予め指定されている二次救急病院に参集し、トリアージポストを開設する。

軽傷処置エリアの開設は（３）のとおりとする。 

（３）拠点となる緊急医療救護所 

平日夜間や休日に、区内で震度 6 弱以上の地震発生が発生した場合の軽傷処置エリアについ

ては、7 か所全て同じタイミングでの開設は困難であることから、予め拠点となる緊急医療救

護所を指定する。拠点となる緊急医療救護所は、軽傷処置エリアについても自動発令とする。
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なお、拠点となる緊急医療救護所は、北部は東京曳舟病院、南部は同愛記念病院とする。 

拠点を除く 5 か所の軽傷処置エリアについては、災対保健衛生部長の発令による。 

 

図表 33【トリアージポスト及び拠点となる緊急医療救護所開設の発令体制】 

区内における震度 勤務時間中の地震発生 夜間・休日の地震発生 

震度５強以下 
災対保健衛生部長による発令が

あった場合 

災対保健衛生部の編成後、災対保

健衛生部長の発令があった場合 

震度６弱以上 災対保健衛生部長による発令 自動発令 

 

図表 34【拠点となる緊急医療救護所】 

地区 トリアージポスト 軽傷処置エリア 

北部 東京曳舟病院 東武線高架下 

南部 同愛記念病院 同愛記念病院駐車場 

 

第４節 緊急医療救護所の開設  

１ トリアージポストの開設手順 

 病院前でのトリアージは、各病院が作成する BCP（事業継続計画）や病院長の判断に基づき、ト

リアージポスト設置前に開始することがある。その際には、区が用意したトリアージポスト設置用

資材を活用してトリアージスペースを確保し、病院スタッフによる一次トリアージを開始する。そ

の後、以下の手順でトリアージポストが開設される際には、保健医療活動チーム及び区職員に引継

ぎ、病院スタッフは院内活動に従事する。 

（１） 情報収集 

災対保健衛生部において、トリアージポスト設置予定病院の被災状況や災害医療関係機関の

会員及び区職員の参集状況等について、情報を収集する。 

（２） 開設命令 

区災害医療コーディネーターと協議のうえ、災対保健衛生部長は参集した職員で構成する緊

急医療救護所開設班に対し、開設準備を命ずる。 

（３）保健医療活動チーム等の編成及び派遣 

災対保健衛生部長は自動参集の場合を除き、災害医療関係機関に対して、保健医療活動チー

ムの編成及び二次救急病院への派遣を要請する。 

（４）トリアージポストの設営 

 緊急医療救護所開設班は、トリアージタッグ等の必要な医療資器材について、各病院の保管

場所（図●）からトリアージポスト設置予定場所まで運び、トリアージスペースを確保する。 

（５）緊急医療救護所指揮者の指定 

 緊急医療救護所指揮者は、二次救急病院に参集した保健医療活動チームの医師の中から、二
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次救急病院院長等が指定する。指定は、災対保健衛生部長及び墨田区災害医療コーディネータ

ーの意見を聴いて行う。 

（６）トリアージポスト統括と軽症処置エリア従事者の振り分け 

 緊急医療救護所指揮者は、保健医療活動チームの医師から１名トリアージポスト統括を指名

する。 

（７）傷病者の受入開始（看板の掲示） 

 災対保健衛生部長からの指示を受け、指揮者は傷病者受入れを開始する。緊急医療救護所開

設班は、トリアージポストの看板等を入口に掲示する。 

 

図表 35【トリアージポストの標準的なレイアウト】 

 

 

図表 36【各医療機関の資器材保管場所】 

病院名 保管場所① 保管場所② 

東京曳舟病院 東武高架下防災倉庫  

同愛記念病院 管理棟１階  

墨田中央病院 外来棟３階 第四吾嬬小学校防災倉庫 

済生会向島病院 区役所１階ドライエリア  

中村病院 区役所１階ドライエリア  

賛育会病院 区役所１階ドライエリア  

山田記念病院 病院敷地内防災倉庫  
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２ 軽症処置エリアの開設手順 

（１） 情報収集 

トリアージポストにおける傷病者の受入状況や保健医療活動チーム及び区職員の参集状況

について、情報を収集する。 

（２） 開設命令 

区災害医療コーディネーターと協議のうえ、災対保健衛生部長が、トリアージポストに参集

している緊急医療救護所開設班に対し、開設準備を命ずる。 

（３）軽症処置エリアへの物資搬送 

 緊急医療救護所開設班は、必要な医療資器材を保管場所から軽症処置エリア設置場所まで搬

送する。災対保健衛生部長は、災害薬事センターから災害用医薬品の搬送を災対物資輸送部に

要請する。 

（４）保健医療活動チームの派遣要請 

 緊急医療救護所指揮者は、二次救急病院に参集している保健医療活動チームの軽症処置エリ

アへの派遣を要請する。 

（５）トリアージポスト統括と軽症処置エリア従事者の振り分け 

 緊急医療救護所指揮者は、保健医療活動チームの医師から１名トリアージポスト統括を指名

するとともに、参集している災害医療関係機関の会員のうち、軽症処置エリアに従事する者を

振り分ける。 

（６）軽症処置エリアの設営（必要備品の配置） 

 長机、椅子、ホワイトボード、医療資機材等を配置するとともに、電気や水道等のライフラ

インの使用可能状況を確認する。 

   ＜必要備品等＞ 

   長机、椅子、ホワイトボード、担架、医薬品、医療資器材、事務用品等 

（７）役割分担及び情報共有 

緊急医療救護所指揮者は、軽症処置エリアに移動したのち、図●（頁●）に定める各自の分

担業務を割り当てる。また、医薬品、医療資器材等の状況、運営方法等について全員で情報を

共有する。 

（８）傷病者の受入開始（のぼり旗等の掲示） 

 災対保健衛生部長からの指示を受け、指揮者は軽症者の受入れを開始する。 
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図表 37【軽症処置エリアの標準的なレイアウト】 

 

第５節 二次救急病院と医療従事者の動き 

１ 二次救急病院 

（１） 病院災害対策本部の設置 

病院の管理者は、各病院の BCP 等に基づき、速やかに病院災害対策本部を設置する。 

本部の設置場所には、緊急連絡先一覧、周辺地図、病院の BCP、墨田区地域防災計画、都の

災害時医療救護活動ガイドライン、本マニュアル等を用意しておく。 

（２） 被害状況のとりまとめ 

① 患者等の安全確認 

医療機関は、情報収集部門（又は担当者）を設置し、入院患者や手術中の患者の安否につ

いて確認する。 

② 施設等の安全性の確認 

建物、自家発電装置、給排水設備、放射線関連設備等の被害状況を把握し、安全性を確認

する。また、手術室や検査室等の被害状況や使用の可否を確認するとともに、Ｘ線検査機

器等の医療機器、医薬品、医療資器材等の状況を確認する。 

③ ライフラインの維持 

医療機能を維持するために必要な電気、燃料、通信手段等の被害状況を把握し、ライフラ

インの供給停止あるいは著しい供給低下がある場合には、非常用自家発電装置、備蓄用燃

料、食糧等を活用し、当面の対応を行いながら、都又は区に支援要請する。 

（３） 周辺地域の被害状況の確認 

周辺地域の人的被害状況（負傷者の滞留状況など）、物的被害状況（周囲の火災の状況や延焼

の危険性など）、周辺道路の通行の可否などを把握する。 
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（４） 医療機能の把握 

空床状況（空床数、仮設ベッド数）や医療機能を把握し、ＥＭＩＳに入力する。ＥＭＩＳに

入力ができないときは、電話、無線機、もしくはＦＡＸにより区に報告する。 

（５） 傷病者の受入れ可否の報告 

医療機関の管理者は、病院災害対策本部で収集した被害状況を踏まえて、外部からの傷病者

受入れの要否を災対保健衛生部に報告する。 

（６）トリアージポスト開設の協力 

 災対保健衛生部からトリアージポスト開設の指示があった場合、可能な限り、緊急医療救護

所開設班（区職員）の行う開設作業に協力する。 

（７）緊急医療救護所指揮者の指定 

二次救急病院院長等は、トリアージポスト開設命令があった場合、参集した医療救護班の医

師の中から、緊急医療救護所の指揮者を指定する。指定は災対保健衛生部長及び墨田区災害医

療コーディネーターの意見を聴いて行うこととする。 

（８）傷病者の受入及び医療救護活動 

 トリアージ後、受入れ可能な傷病者については、トリアージポストから病院内に搬送する。

院内搬送後、自院で対応が困難となった場合には、災対保健衛生部に受入可能な病院と傷病者

の搬送の調整を要請する。 

 

２ 災害医療関係機関  

（１） 二次救急病院への参集 

災対保健衛生部から派遣の要請があった場合は、各会の緊急連絡網などにより、会員へ指示

伝達を行い、予め割り振られている二次救急病院へ派遣する。（震度６弱以上の地震が発生し

た場合は、自動参集）診療所や薬局を閉める際は、必要に応じて、トリアージポスト設置予定

病院の案内（頁●資料●）を入口付近に掲示しておく。 

（２） 受付（病院長への参集報告） 

参集した医療従事者は、病院災害災対本部（開設後であればトリアージポスト）に区職員ま

たは病院職員が設ける受付において、医療救護者証（頁●資料●）を提示（携帯していなけれ

ば口頭で所属、職名、氏名等を報告）し、医療従事者用ベスト等を受け取る。※各師会であら

かじめベストやビブスを配布されている場合はそちらを着用する。 

（３） 従事場所への派遣 

参集先の病院長又は緊急医療救護所指揮者の指示に従い、トリアージポスト又は軽傷処置エ

リアに移動する。 

（４） 医療救護活動の開始 

緊急医療救護所指揮者の指示に従い、役割を確認のうえ、医療救護活動を開始する。 

① 墨田区医師会 

緊急医療救護所の統括やトリアージ、軽症者に対する治療や医薬品の処方のほか、搬送

待機中の重症者及び中等症者の管理等を行う。 

② 向島・本所歯科医師会 

主にトリアージポストにおいて、傷病者のトリアージを行う。また、歯科医療を要する
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傷病者がいるときは、応急処置を行う。 

③ 墨田区薬剤師会 

主に軽症処置エリア内の薬局ブースにおける調剤・服薬指導や OTC 医薬品の供給を行

うほか、災害用医薬品の集積場所において、医薬品の仕分け・管理などを行う。また、

必要に応じてトリアージを行う。 

④ 柔道整復師会墨田支部 

主に軽症処置エリアで軽症者への応急処置を行い、必要に応じてトリアージを行う。 

⑤ 東京都訪問看護ステーション協会 

トリアージポスト及び軽症処置エリアにおいて、療養上の世話及び診療上の補助を行う。 

 

図表 38【緊急医療救護所における医療救護活動】 

緊急医療救護所の業務 担当 備考 

全体統括（緊急医療救護所指揮者） 医師 処方箋医薬品の処方も含む。 

トリアージ 医師、歯科医師、薬剤師、柔道整

復師、看護師等 

 

軽症者に対する治療 医師、歯科医師、柔道整復師、看

護師 

応急措置を行う。 

（必要に応じて）中等症者・重傷者 

に対する搬送までの応急措置 

医師、看護師  

医薬品の管理（服薬・調剤・OTC の供給） 薬剤師  

運営事務、中等症者・重症者の（病院への）

搬送調整 

緊急医療救護所開設班等 災対保健衛生部へ応援要請 

 

第６節 緊急医療救護所の運営 

１ トリアージポストの運営 

（１） トリアージ班 

トリアージを実施し、必要事項（住所・電話はその場での記載は不要）を記載したうえで、

トリアージタッグを傷病者の身体等に取り付ける。タッグの１枚目をはがして、案内誘導班に

渡す。 

（２） 案内誘導班 

トリアージの結果、軽症者と判定された傷病者に対して、開設が完了している近隣の軽症処

置エリアを案内する。重症、中等症と判定された傷病者については、隣接病院内での処置が可

能であることを確認して、病院スタッフに引き継ぐ。タッグの１枚目はトリアージポストの受

付票として保管する。 

（３）通信班 

病院災害対策本部や災対保健衛生部との傷病者受入れや搬送方法（隣接病院外に運ぶ場合）

を調整するとともに、トリアージポストの運営状況について、適宜、災対保健衛生部や病院災

対本部、緊急医療救護所指揮者に情報提供する。 
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図表 39【トリアージポスト組織図】 

 

 

２ トリアージの概要 

災害時は、傷病者を重症度と緊急度によって分別し、治療や搬送先の順位を決定するトリアージ

を実施する。トリアージの際は、トリアージタッグに必要事項を記入し、重症度に応じて図 17 の

通り識別する。 

 

図表 40【トリアージ概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運　営　部　門

緊急医療救護所指揮者 　トリアージポストの総括 医師

診　療　部　門

トリアージ統括 　トリアージの指揮、傷病者誘導指示、搬送までの応急処置 医師

トリアージ班 来院者に対するトリアージ
歯科医師、（医師）、

看護師等

通信班 　病院災害対策本部、医療救護所等との連絡調整 区職員

案内誘導班 　トリアージ後の傷病者誘導等 区職員等

 ２　生理学的・解剖学的評価法

生
理
学
的
評
価

第
１
段
階

受
傷
機
転

第
３
段
階

災
害
時
要
配
慮
者

第
４
段
階

解
剖
学
的
評
価

第
２
段
階

小児
高齢者
妊婦
基礎疾患
（心・呼吸器疾
患、
糖尿病、肝硬変、
透析、出血素因）
旅行者

意識　JCSⅡ桁以上
呼吸　≧３０回/分or ＜１０回/分
　　　　呼吸音の左右差・異常呼吸
　　　　SpO2＜９０%
循環　脈拍≧１２０回/分or ＜５０回/分
血圧　＜９０mmHg or ≧２００mmHg
　　　　ショック症状・低体温≦３５℃

体幹部の挟圧
１肢以上の挟圧
（４時間以上）
爆発
高所墜落
異常温度環境
有毒ガス
NBC汚染

開放性頭蓋骨陥没骨折
外頸静脈の著しい怒張
頸部又は胸部の皮下気腫
胸郭の動揺、フレイルチェスト
開放性気胸
腹部膨隆、腹壁緊張
骨盤骨折（動揺、圧痛、下肢長差）
四肢の切断
四肢の麻痺
頭部・体幹部の穿通性外傷
デグロービング損傷
15%以上の熱傷、顔面・気道熱傷
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図表 41【区が用意するトリアージタッグにあらかじめ記載する内容】 

No トリアージ実施場所 トリアージ実施機関 

H 001～ 東京曳舟病院 

向島・本所歯科医師会 

その他（        ） 

D 001～ 同愛記念病院 

C 001～ 墨田中央病院 

M 001～ 東京都済生会向島病院 

N 001～ 中村病院 

S 001～ 賛育会病院 

Y 001～ 山田記念病院 

 

３ 軽症処置エリアの運営 

（１） 来所者の受付 

トリアージタッグの個人情報が記載されているかを確認したうえで、トリアージタッグの 2

枚目をはがし、記録班に手渡す。※氏名、年齢、性別、住所の個人情報が記載されていなけれ

ば、自分で記入してもらう。 

（２） 受付誘導班（来所者の誘導） 

トリアージポストでトリアージを受けて、緑色のタッグが取り付けられた軽症者については、

軽症処置班へ誘導する。また、トリアージポストでトリアージを受けていない方が来所した場

合は、指揮者の判断の下、トリアージを行い、傷病の度合いに応じて対応を判断する。 

（３） 軽症処置班 

応急処置を施し、処置の箇所や方法等、内容をトリアージタッグの裏面「特記事項」に記載

し、医薬品の処方が必要であれば、災害用処方箋を記入の上、調剤・服薬指導班に引き継ぐ。 

（４） 調剤・服薬指導班 

軽症処置エリア内に設置する薬局ブースにおいて、災害用処方箋に基づいた調剤・服薬指導

や医薬品等の管理等を行い、トリアージタッグ裏面の特記事項に対応を記載する。また、OTC

医薬品を供給する場合は、お薬手帳に交付した医薬品名・数量を記載し、OTC 医薬品薬歴簿

を作成する。 

（５） 受付誘導班（トリアージタッグの回収） 

医療救護所の動線に沿って、分かり易い場所に出口を設置し、処置が済んだ来所者からタッ

グを回収する。回収したタッグを記録班に受け渡す。 

（６） 記録班 

来所者の情報管理を担当する記録班は、受付と出口で受け取った来所者情報について、ライ

ティングシート等に記録する。 

医療救護所の動きを時系列で記録する記録班（区職員）は、災対保健衛生部やトリアージポ

スト、災害拠点病院等とのやり取り等について、事務長と協力のうえ、記録をつける。 

（７） 事務管理班 

医薬品や医療資器材に不足がある場合は、品目や数量について、軽症処置班や調剤・服薬指
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導班等と調整のうえ、事務長に報告する。 

（８） 事務長（通信） 

医療従事者や医薬品・医療資器材について、医療救護所間の調達や傷病者の搬送等が必要な

場合は、災対保健衛生部に要請のうえ、運営体制を確保する。また、来所者や医療救護所の状

況について、随時、災対保健衛生部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

図表 42【軽症処置エリアの組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）は、全体の運営に支障がない範囲で、指揮者が指定することとする。

軽症処置班

調剤・服薬指導班

　医療救護所の時系列記録（クロノロジー）

　医療救護所で使用する消耗品や医療資器材の確保

　傷病者・来所者の受付

　軽症者に対する応急処置

　軽症者に対する調剤及び服薬指導、医薬品等の管理

受付誘導班

　トリアージ及び軽症処置エリアや薬局ブースへの傷病者振分け

　傷病者・来所者の出口によるタッグ回収

記　録　班

事務管理班

医師、柔道整復師

薬剤師、（医師）

区職員

区職員

（※）

医　師

区職員

医　師

運　営　部　門

診　療　部　門

区職員

　来所者情報の記録 （※）

緊急医療救護所指揮者 　医療救護所の総括

事務長（通信） 　医療救護所指揮者の補佐、情報収集、病院又は災対保健衛生部との連絡調整

＜来所者が急変したら…＞ 

 指揮者の指示の下、事務長（通信）は、災対保健衛生部に搬送先の調整を要請する。急変

者のトリアージタッグに受付ではがしたシートをつけて、指定された方法で搬送する。 
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図表 43【時系列記録と来所者情報の記録方法】 

１ 時系列記録 

時間 発信 受診 内容 備考 

15：25 

15：35 

15：45 

16：00 

.16：10 

救護所 

本部 

 

救護所 

救護所 

本部 

救護所 

 

本部 

本部 

指揮者到着 

救護所開設者指示 

トリアージ後の軽症者 3 人の治療 

救護所の体制報告（区職員 3 人、医師 2 人、薬剤師

1 人） 

トリアージ要員の増員要請 

 

 

 

 

 

歯科医師

２名増員 

 

２ 来所者情報 

No. 氏名 年齢 性別 診断名 処置 処方 転帰 転帰時間 

1 

2 

3 

4 

スミダ タロウ 

スミダ ハナ 

ヤヒロ ジロウ 

ムコウジマ サブロウ 

20 

17 

60 

42 

M 

F 

M 

M 

左前腕骨折 

歯牙脱臼 

感冒 

頭部打撲 

✔ 

✔ 

 

 

✔ 

帰宅 

帰宅 

帰宅 

病院搬送 

15：50 

16：00 

15：55 

16：05 

 

４ 緊急医療救護所における医療救護活動の終了 

緊急医療救護所での医療救護活動は原則として超急性期までとし、災対保健衛生部長は災害医療

コーディネーターからの助言を得ながら閉鎖を判断する。 

閉鎖が決定した場合、保健医療活動チームは一旦医療救護活動等を完了させ、改めて（急性期以

降の避難所医療救護所等におけるニーズがあるため）災対保健衛生部の派遣要請を待つ（頁 15「避

難所医療救護所」を参照）。 

 

５ 医薬品・医療資器材の備蓄と供給 

 医療救護所における医療救護活動等における医薬品の備蓄及び供給の活動は、墨田区薬剤師会、

医薬品卸業者に委ねる。 

（１）協定に基づく医薬品供給 

区は、医療救護所や避難所などで使用する医薬品等について、発災後７２時間（超急性期ま

で）で必要な量を目安として備蓄する。実際の備蓄に関しては、墨田区薬剤師会や医薬品卸業

者との間で協定を締結しており、災害時スムーズな医薬品の供給を行う。 

（２）医薬品の備蓄と供給のながれ 

墨田区薬剤師会との協定による備蓄は、医薬品のリスト（頁●資料●）のとおり。なお、

緊急医療救護所において医薬品等が不足する場合の流れは次の通りである。 

① 軽症処置エリアの地区薬剤師班等は医薬品の過不足状況を把握し、指揮者へ報告する

とともに、不足分を通信担当職員に伝える。 

② 通信担当職員は、災対保健衛生部に対して、無線等により医薬品供要請をする。 

③ 災対保健衛生部は、要請をとりまとめ、墨田区災害薬事センターに対して医薬品等供
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給要請書（頁●資料●）をＦＡＸ送信するとともに、災対物資輸送部に災害薬事センタ

ーから所定の緊急医療救護所までの輸送を要請する。 

④ 墨田区災害薬事センターは、ＦＡＸを基に必要な医薬品の仕分けを行い、梱包する。 

⑤ 災対物資輸送部の職員は、墨田区災害薬事センターで梱包された医薬品を受け取り、

速やかに所定の緊急医療救護所まで輸送する。 

 

第７節 災害時小児周産期リエゾン 

１ 東京都災害時小児周産期リエゾン 

都は、災害時に小児周産期医療に関する情報を集約一元化して、迅速かつ的確に医療救護活動

を行うことができるよう、東京都災害時小児周産期リエゾン及び地域小児周産期リエゾンを指

定している。 

名 称 説 明 

東京都 

災害時小児周産期リエゾン 

都内全域の小児周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整 するた

め、都及び東京都災害医療コーディネーター等に対し て助言を行う、

都が指定する医師（６名） 

地域 

災害時小児周産期リエゾン 

各二次保健医療圏域の小児周産期領域に係る医療救護活動を 統括・

調整するため、都が指定する医師 ※区東部は都立墨東病院医師 

 

図表 44【東京都小児周産期リエゾン配置図】 
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２ 情報連絡体制 

 

図表 45【災害時小児周産期医療連絡体制】 

 

 

 

 

  

こども救命センター 

都外の小児救急 
医療施設 
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第３章 急性期（発災後７２時間～１週間）以降の医療救護体制 

第１節 避難所医療救護所での医療救護 

 発災後概ね７２時間が経過し急性期に入る状況においては、避難所等に設置する避難所医療救護

所での活動が中心となる段階へと移行していく。 

 災対保健衛生部長は墨田区災害医療コーディネーターと協議のうえ、避難所医療救護所の設置に

ついての判断を行う。避難所医療救護所は、墨田区地域防災計画に基づき５００人以上の避難所等

に設置することとなるが、状況に応じて、緊急医療救護所の設置場所についても、引き続き医療救

護所として医療救護活動を継続することも想定される。 

 また、急性期以降には、慢性疾患治療、被災者の健康管理や公衆衛生的ニーズが避難所等で高く

なることが想定される。そのため、避難所医療救護所では主に、避難者に対する健康相談、診察、

歯科診療、服薬指導等の医療救護活動を実施する。 

 

図表 46【フェーズごとの医療提供施設の役割分担】 

 

 

１ 避難所救護所での医療救護 

（１）避難所医療救護所の設置等 

 500 人以上の避難所等の中で、必要に応じて避難所医療救護所を設置する。 

（２）保健活動班の巡回派遣と医療ニーズの把握 

災対保健衛生部長は、第１・第２保健衛生隊・保健活動班を避難所へ派遣し、巡回健康相談

を実施するとともに、アセスメントを行って避難者の医療ニーズを把握する。 

※保健活動チームの編成や活動方針は「墨田区保健活動マニュアル」のとおり 



39 

 

（３）災害医療関係機関への編成・派遣要請 

 墨田区災対保健衛生部は、（２）によって得られた医療ニーズの状況に応じて、災害医療関係

機関に対して、保健医療活動チームの編成を要請する。 

（４）到達・完了報告 

 避難所管理責任者は、避難所医療救護所に到達した保健医療活動チームを確認し、その概要

を災対保健衛生部へ報告する。なお、避難所における巡回診療等が終了したのちも、同様に報

告することとする。 

（５）避難所医療救護所での医療救護活動の終了 

 避難所医療救護所での医療救護活動は原則として慢性期までとし、区内の医療機関の復旧状

況等から総合的に判断して、災対本部長が閉鎖を判断する。 

 

２ 災害医療関係機関 

 災害医療関係機関は、区の要請により保健医療活動チームを編成し、避難所医療救護所を中心に

以下の医療救護活動を行う。 

（１）墨田区医師会 

① 避難所医療救護所又は巡回診療による医療の提供 

② 被災者に対する健康相談等 

③ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

④ 復旧する医療機関への引継ぎ 

（２）向島・本所歯科医師会 

① 避難所医療救護所又は巡回診療による歯科医療の提供 

② 被災者に対する歯科健康相談等 

③ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

④ 復旧する歯科医療機関への引継ぎ 

（３）墨田区薬剤師会 

① 避難所医療救護所等における調剤及び服薬指導 

② 避難所医療救護所及び災害薬事センターにおける医薬品の仕分け・管理 

③ 避難所での OTC（一般用医薬品）を活用した被災者の健康管理支援 

④ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

⑤ 復旧する薬局への引継ぎ 

（４）柔道整復師会墨田支部 

① 避難所医療救護所又は巡回による健康管理支援 

② 被災者に対する健康管理等 

（５）訪問看護ステーション協会 

①  避難所医療救護所又は巡回による療養上の世話と診療の補助 

②  災害時要配慮者、被災者に対する健康管理等 
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３ 避難所（医療救護所）における巡回歯科保健活動 

 急性期以降は、避難所生活が長期化するため、歯科医療ニーズも慢性疾患治療や被災者等の健康

管理が中心となる。墨田区災害歯科コーディネーターの統括のもと、状況に応じて、きめ細かい対

応（例えば、午前は避難所医療救護所での診療、午後は、周辺地区の巡回等に切り替えるなど）を

図る。 

特に災害時の要配慮者に対しては、歯科口腔保健標準アセスメント票（頁６５資料 1３）を用い、

積極的なアセスメントを行って、適切な口腔保健を提供する。  

（１） 基本的な対応方針 

 歯科医療救護班は、保健師や多職種と連携して、被災者の健康保持に不可欠な歯科治療及び

歯科保健指導を実施する。活動においては、以下の点に留意する。 

① 高齢者や障害者などの配慮を要する被災者に対する口腔ケアの実施及び普及啓発 

② 義歯の紛失や不適合による咀嚼障害 

③ 摂食嚥下機能の低下が認められる者における他医療職との連携 

（２） 具体的な活動内容 

歯科医師の指示の下、歯科衛生士等の巡回等により歯科保健指導の対応を行う。 

① 歯ブラシ、歯間ブラシによる清掃指導 

口腔清掃が不十分な状態では、歯周病や口内炎などを発症したり、症状が悪化したりする

ため、少量の水でもできるうがいや、歯みがきなどの指導を行う。 

② 児童に対する食事指導 

支援物資には、菓子パンやお菓子なども多いため、間食指導、歯みがき指導により食生活

の平常化を目指す。 

③ 高齢者に対する入れ歯の洗浄、補水指導 

高齢者の避難所生活では、入れ歯の清掃不足、水分補給の不足による体力低下などで、呼

吸器疾患など様々な疾患にかかりやすくなるため、予防のための指導を行う。 

④ 集団に対する啓発活動 

個別の指導とともに、掲示物やパンフレットなどを通じて、被災者が適切な生活習慣を取

り戻すことができるようサポートを行う。 
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第２節 医薬品の供給 

急性期（７２時間以降）以降においては、徐々に医薬品卸の流通機能の復旧が期待出来るため、

医療救護所等で使用する医薬品、医療資器材は、医薬品卸売販売業者から直接区が調達する。区で

は、区内で営業をしている以下の医薬品卸売販売業者との間で協定を締結しており、災害時には協

定に基づき不足する医薬品を調達することとなる。 

（１）避難所医療救護所で従事する地区薬剤師班等は、医薬品の過不足状況を把握し、不足分を

避難所配置職員に伝える。 

（２）避難所配置職員は、災害薬事センターに対し、医薬品等供給要請書（頁●資料）を使用し

て医薬品の供給要請を行う。 

（３）災害薬事センターは、供給要請の内容を精査し、医薬品等調達協力要請書（頁●資料●）

を使用して必要最小量を医薬品販売卸業者に対して発注する。 

（４）発注を受け、医薬品卸業者は災害薬事センター又は直接避難所医療救護所等へ納品する。 

 

図表 47【協定締結医薬品卸売販売業者一覧】 

 

図表 48【医薬品卸売販売業者からの医薬品調達の流れ】 

 

  

事業者・支店 住所 電話番号 

株式会社メディセオ 
墨田支店 

江東区佐賀２－８－２０ ５６２１－２１５４ 

株式会社スズケン 
東京中央営業部 城東支店 

江東区北砂１－７－１１ ５６９０－５７０１ 

株式会社マルタケ 
東京支店 

豊島区南大塚１－２－７ ５９７６－３２００ 

アルフレッサ株式会社 
 営業本部 東京城東営業部 墨東支店 

江戸川区平井７－５－３２ ５６３１－９２３１ 

東邦薬品株式会社 
東京営業部 江東営業所 

葛飾区奥戸１－２５－１ ５６７０－７００３ 

株式会社バイタルネット 
東京中央支店 

板橋区泉町４０－１ ５９１６－１８００ 

避難所医療
救護所

医薬品卸業者

直
接
供
給

墨田区災害薬事セ
ンター

要請

発注
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第４章 関係機関名簿等 

 

図表 49【東京都関係部署】 

部署名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

総務局総合防災部 

新宿区西新宿 

２－８－１ 

５３８８－２４５６ ５３８８－１２６０ ７０２１３ 

福祉保健局総務部 

総務課 
５３２０－４０２１ ５３８８－１４００ ７０５０１ 

福祉保健局医療政策

部救急災害医療課 
５３２０－４４４５ ５３８８－１４４１ ７０５１６ 

 

図表 50【墨田区関係部署】 

部署名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

危機管理担当防災

課 墨田区吾妻橋 

１－２３－２０ 

５６０８－６２０６ ５６０８－６４２５ ７８２８１ 

福祉保健部保健衛

生担当保健計画課 
５６０８－６１８９ ５６０８－６４０５ ７３６１１ 

 

図表 51【医療対策拠点】 

病院名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

東京都立墨東病院 
墨田区江東橋 

４－２３－１５ 
３６３３－６１５１ ３６３３－６１７３ ８５２５１ 

 

図表 52【災害医療関係機関連絡先一覧】 

災害医療関係機関名 住所 電話番号 

公益社団法人墨田区医師会 
墨田区東向島２-３６-１０ 

東京東信用金庫本店ビル 6 階 
３６１１－００６８ 

公益社団法人東京都向島歯科医師会 墨田区東向島５－９－１７ ３６１１－５９４７ 

一般社団法人東京都本所歯科医師会 
墨田区太平４－６－１７ 

シェグランほり川２０２ 
６６５８－５８４８ 

一般社団法人墨田区薬剤師会 
墨田区向島１－２７－５ 

坂口第三ビル３階 
３６２５－８９３４ 

公益社団法人東京都柔道整復師会 

墨田支部 

墨田区立花３－２－５ 

柳沢接骨院 
３６１８－１９７１ 

一般社団法人東京都訪問看護ステー

ション協会 
新宿区西新宿４－２－１９ ５８４３－５９３０ 
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図表 53【災害拠点病院連絡先一覧】 

病院名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

東京曳舟病院 
墨田区東向島 

２－２７－１ 
５６５５－１１２０ ３６１１－６７６３ ８７５２１ 

 

図表 54【災害拠点連携病院連絡先一覧】 

病院名 住所 電話番号 FAX 番号 

山田記念病院 墨田区石原２－２０－１ ３６２４－１１５１ ３６２４－１１５６ 

墨田中央病院 墨田区京島３－６７－１ ３６１７－１４１４ ３６１０－７５８６ 

中村病院 墨田区八広２－１－１ ３６１２－７１３１ ３６１９－１１００ 

同愛記念病院 墨田区横網２－１－１１ ３６２５－６３８１ ５６０８－３２１１ 

賛育会病院 墨田区太平３－２０－２ ３６２２－９１９１ ３６２３－９７３６ 

東京都済生会 

向島病院 
墨田区八広１－５－１０ ３６１０－３６５１ ３６１０－３６７２ 

 

図表 55【災害医療支援病院連絡先一覧】 

病院名 住所 電話番号 FAX 番号 

中林病院 墨田区東向島３－２９－９ ３６１４－４６４１ ３６１４－３５６５ 

梶原病院 墨田区墨田３－３１－１２ ３６１４－２２５５ ３６１４－２２６５ 

東京都リハビリ

テーション病院 
墨田区堤通２－１４－１ ３６１６－８６００ ３６１６－８７０５ 

湘南メディカル

記念病院 
墨田区両国２－２１－１ ３６３４－６１１１ ３６３２－０２３１ 
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図表 56【コーディネーター名簿】 

病院名 氏名（敬称略） 所属団体 

墨田区災害医療コーディネーター 

山室 学 公益社団法人 

墨田区医師会 唐澤 剛 

墨田区災害歯科コーディネーター 

三好 克則 公益社団法人 

東京都向島歯科医師会 菅 勇介 

大西 雅之 一般社団法人 

東京都本所歯科医師会 栗原 雅彦 

墨田区災害薬事コーディネーター 

浅尾 一夫 

一般社団法人 

墨田区薬剤師会 
月村 庄一 

白石 弘子 

 

 

図表 57【区東部保健医療圏域内の区関係部署及び災害拠点病院】 

１ 江東区関係部署 

部署名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

総務部 

防災課 

東陽 

４－１１－２８ 
３６４７－９５８４ ３６４７－８４４０ 

７３７１１ 
健康部 

健康推進課 

東陽 

２－１－１ 
３６４７－５８５５ ３６１５－７１７１ 

 

２ 江戸川区関係部署 

部署名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

危機管理室 

防災危機管理課 

中央 

１－４－１ 
５６６２－２０３７ ３６５２－９８９１ 

７５２１１ 
健康部 

健康推進課 

中央 

４－２４－１９ 
５６６１－２４６２ ３６５５－９９２５ 
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３ 災害拠点病院 

病院名 住所 電話番号 FAX 番号 防災無線 

江東病院 
江東区大島 

６－８－５ 
３６８５－２１６６ ３６８５－７４００ ８７５０１ 

順天堂大学医学

部附属順天堂江

東高齢者医療セ

ンター 

江東区新砂 

３－３－２０ 
５６３２－３１１１ ５６３２－３１６３ ８７５３１ 

がん研究会 

有明病院 

江東区有明 

３－８－３１ 
３５２０－０１１１ ３５２０－０１４１ ８７７５１ 

昭和大学江東 

豊洲病院 

江東区豊洲 

５－１－３８ 
６２０４－６０００ ６２０４－６３９６ 設置予定 

東京臨海病院 
江戸川区臨海町

１－４－２ 
５６０５－８８１１ ５６０５－８１１３ ８７７８１ 

江戸川病院 
江戸川区東小岩

２－２４－１８ 
３６７３－１２２１ ３６７３－１２２９ ８７８６１ 
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様式・資料編 
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３ 

７ 

１ 

２ 

４ 

５ ６ 

資料１：診療所等掲示物 

トリアージポスト開設予定病院 

１ 墨田中央病院（京島 3-67-1） 

 東京曳舟病院（東向島 2-27-1） 

 中村病院（八広 2-1-1） 

 東京都済生会向島病院（八広 1-5-10） 

 賛育会病院（太平 3-20-2） 

  山田記念病院（石原 2-20-1） 

 同愛記念病院（横網 2-1-11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊
急
医
療
救
護
所
の
医
療
活
動
に
従
事
し
て

い
る
た
め
、
当
診
療
所
は
閉
鎖
し
て
い
ま
す
。

医
療
が
必
要
な
方
は
、
最
寄
り
の
ト
リ
ア
ー
ジ

ポ
ス
ト
へ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

トリアージポストとは、傷

病者の重症度を判別する場

所で、墨田区では、区内７か

所の救急病院に開設する予

定です。 
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資料２：トリアージタッグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※区が用意するトリアージタッグにあらかじめ記載している内容 

No トリアージ実施場所 トリアージ実施機関 

H 001～ 東京曳舟病院 前 

向島・本所歯科医師会 

その他（        ） 

D 001～ 同愛記念病院 前 

C 001～ 墨田中央病院 前 

M 001～ 東京都済生会向島病院 前 

N 001～ 中村病院 前 

S 001～ 賛育会病院 前 

Y 001～ 山田記念病院 前 

 

表面 裏面 
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資料３：災害時連絡用紙 
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資料４：地域防災行政無線一覧 
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固定系子局  65 局 

〃 受令機 167 台 
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資料５：IP 無線機使用方法 
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資料５：広域災害救急医療情報システム（EMIS）ログイン手順 

【EMIS トップページ】 

 

 

 

 

 

 

機関コード：
パスワード：
所属：「東京都」を選択



54 

 

資料７：災害用カルテ（一般診療版） 
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資料８：災害時に備えた医薬品の供給等に関する協定書 

【発災後 3 日目までの医薬品確保】 

 

災害時に備えた医薬品の供給等に関する協定書 

 

墨田区（以下「甲」という。）と墨田区薬剤師会（以下「乙」という。）、同愛記念病院（以

下「丙」という。）及び東京曳舟病院（以下「丁」という。）とは、災害時における医薬品の

供給等に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、墨田区地域防災計画に基づき、災害時における甲による医薬品の調

達に対し、乙、丙及び丁が協力すべき基本的な事項について定めるものとする。 

（区が確保すべき医薬品） 

第２条  災害時における医療救護活動等に使用するために甲が確保すべき 

医薬品（以下「災害用医薬品」という。）は、甲乙が別途協議の上、定める。 

 （災害用医薬品の備蓄） 

第３条 乙、丙及び丁は、前条で定める災害用医薬品を備蓄するものとする。 

２ 乙、丙及び丁は、前項に規定する備蓄について、善良な管理者としての注意をもって

管理することとする。 

（ランニング備蓄） 

第４条 乙は、自らが運営する墨田区医薬品・情報管理センター（以下「センター」とい

う。）において管理及び供給している医薬品を、前条第１項に規定する災害用医薬品とし

て取り扱うことができることとする。 

 （災害用医薬品の管理） 

第５条 甲は、災害時に、乙、丙及び丁に対し必要な災害用医薬品の供給を要請するもの

とする。 

２ 乙、丙及び丁は、前項に規定する甲の要請があった場合は、備蓄している災害用医薬

品を供給するものとする。 

３ 前項に規定する災害用医薬品の輸送は、原則として甲が行う。 

 （費用弁償） 

第６条 甲は、第３条に定める備蓄に要する経費について負担する。 

 （契約） 

第７条 第３条及び第４条に規定する備蓄の取扱いの詳細については、別途委託契約を締

結することとする。 

（協議） 

第８条  この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたと 

きは、甲乙丙丁協議の上、決定するものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定は、令和４年４月１日からその効力を生ずるものとし、 

甲乙丙のいずれかの解約の申出がない限り、その効力は継続するものとする。 
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 この協定の締結を証するため本書４通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

令和  年  月  日 

         甲   東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

             墨田区 

             代表者 墨田区長 山本 亨 印 

             

         乙   東京都墨田区向島一丁目２７番５号 

             一般社団法人 墨田区薬剤師会 

             会 長     浅尾 一夫 ㊞ 

 

         丙   東京都墨田区横網二丁目１番１１号 

             社会福祉法人 同愛記念病院財団  

             同愛記念病院 病院長 平野 美和 ㊞ 

 

丁   東京都墨田区東向島二丁目２７番１号 

             医療法人 白鳳会 東京曳舟病院  

             病 院 長    山本 保博 ㊞ 
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資料７：医薬品のリスト【協定書別紙】 
 

薬効分類 薬効 一般名 品目（参考商品名） 区 必 要

備 蓄 量

（ 全

体） 

単

位 
（薬効分

類 コ ー

ド） 

1 催眠鎮静

剤・抗不

安 剤

(112) 

マイナートランキライザー ジアゼパム セルシン錠 2ｍｇ／ホリゾン錠

2mg 

2,100 錠 

2 マイナートランキライザー ジアゼパム ダイアップ坐薬 10mg 350 個 

3 チエノトリアゾロジアセピン系睡

眠導入剤 

プロチゾラ

ム 

レンドルミンＤ錠 0.25mg 700 錠 

4 精神神経

用 剤

(117) 

チエノジアゼピン系精神安定剤 エチゾラム デパス錠 0.5mg 1,400 錠 

5 抗精神病、D２・５-HT２拮抗剤 リスペリド

ン 

リスパダール OD 錠 1mg 700 錠 

6 解熱鎮痛

消 炎 剤

(114) 

プロピオン酸系消炎鎮痛剤 ロキソプロ

フェンナト

リウム水和

物 

ロキソニン錠 60mg 4,200 錠 

7 フェニル酢酸系消炎鎮痛剤 ジクロフェ

ナックナト

リウム 

ボルタレンサポ（坐剤）50mg 1,050 個 

8 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 アセトアミ

ノフェン 

カロナール錠 200mg 4,200 錠 

9 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 アセトアミ

ノフェン 

アンヒバ坐剤小児用 100mg 1,050 錠 

10 アミノフェノール系解熱鎮痛剤 アセトアミ

ノフェン 

アンヒバ坐剤小児用 200mg 1,050 錠 

11 局所麻酔

薬（121） 

アニリド系局所麻酔・不整脈治療

剤 

リドカイン キシロカインゼリー2%30ｍL 35 本 

12 鎮 痙 剤

(124) 

鎮痙四級アンモニウム塩 ブチルスコ

ポラミン臭

化物 

ブスコパン錠 10mg 700 錠 

13 止 し ゃ

剤・整腸

剤(231) 

生菌製剤 酪酸菌 ミヤＢＭ錠 7,000 錠 

14 消化性潰

瘍 用 剤

プロトンポンプインヒビター ランソプラ

ゾール 

タケプロン OD 錠 15ｍｇ 700 錠 
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15 (232) 胃炎・胃潰瘍治療剤 レバミピド ムコスタ錠 100mg 3,500 錠 

16 下剤・浣

腸 剤

(235) 

緩下剤 ピコスルフ

ァートナト

リウム水和

物 

ラキソベロン内容液0.75％10

ｍL 

70 本 

17 浣腸剤 グリセリン （グリセリン浣腸液 50％）

60mL 

70 本 

18 浣腸剤 グリセリン （グリセリン浣腸液 50％）40

ｍL 

140 本 

19 その他の

消化器官

用 薬

(239) 

ベンザミド系消化器機能異常治療

剤 

メトクロプ

ラミド 

プリンペラン錠 5ｍｇ 1,400 錠 

20 消化管運動改善剤 ドンペリド

ン 

ナウゼリンドライシロップ 1％

（分包 1ｇ） 

4,200 包 

21 消化管運動改善剤 ドンペリド

ン 

ナウゼリン坐薬 30 ㎎ 700 個 

22 強 心 剤

（211） 

ジギタリス強心配糖体 ジゴキシン ジゴシン錠 0.125ｍｇ 700 錠 

23 利 尿 剤

(213) 

ループ利尿薬 フロセミド ラシックス錠 40mg 700 錠 

24 血圧降下

剤(214) 

α、β－遮断剤 カルベジロ

ール 

アーチスト錠 10mg 700 錠 

25 アンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサル

タンシレキ

セチル 

ブロプレス錠 8mg 700 錠 

26 持続性 Ca 拮抗剤 ニフェジピ

ン 

アダラード CR 錠 20 ㎎ 700 錠 

27 ニフェジピ

ン 

アダラード CR 錠 40 ㎎ 700 錠 

28 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛 

治療剤 

プロプラノ

ロール塩酸

塩 

インデラル錠 10 ㎎ 700 錠 

29 血管拡張

剤(217) 

ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤 アムロジピ

ンベシル酸

塩 

アムロジン OD 錠 5mg 700 錠 

30 冠動脈拡張剤 ニトログリ

セリン 

ニトロペン舌下錠 0.3ｍｇ 700 錠 

31 冠動脈拡張剤 ニトログリ

セリン 

ミリステープ 5ｍｇ 980 枚 
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32 鎮 咳 剤

(222) 

中枢性鎮咳薬 デキストロ

メトルファ

ン臭化水素

酸塩水和物 

メジコン錠 15mg 700 錠 

33 去たん剤

(223) 

気道潤滑去痰剤 アンプロキ

ソール塩酸

塩 

ムコソルバン錠 15mg 700 錠 

34 鎮咳去た

ん 剤

(224) 

中枢性鎮咳薬 チペピジン

ヒペンズ酸

塩 

アスベリン錠 10mg 700 錠 

35 気管支拡

張 剤

(225) 

キサンチン系気管支拡張剤 テオフィリ

ン 

ユニフィル LA 錠 100mg 700 錠 

36 キサンチン系気管支拡張剤 テオフィリ

ン 

ユニフィル LA 錠 200mg 700 錠 

37 気管支拡張β2-刺激剤 ツロブテロ

ール 

ホクナリンテープ 1mg 490 枚 

38 その他の

呼吸器官

用 薬

(229) 

口腔・咽喉感染予防剤 デカリニウ

ム塩化物 

SP トローチ 0.25ｍｇ錠 8,400 錠 

39 副腎ホル

モ ン 剤

(245) 

副腎皮質ホルモン プレドニゾ

ロン 

プレドニゾロン錠 5mg「タケ

ダ」 

700 錠 

40 糖尿病用

剤（396) 

ピグアナイト系経口口血糖降下剤 メトホルミ

ン塩酸塩錠 

メトグルコ錠 250 ㎎ 700 錠 

41 インスリン抵抗性改善血糖降下剤 ピオグリタ

ゾン塩酸塩 

アクトス OD 錠 15mg 700 錠 

42 血液凝固

阻 止 剤

(333) 

抗凝血剤 ワルファリ

ンカリウム 

ワーファリン錠 0.5mg 700 錠 

43 ワーファリン錠 5mg 700 錠 

44 その他の

血液・体

液 用 薬

(339) 

サリチル酸計解熱鎮痛・抗血小板

剤 

アスピリン バイアスピリン錠 100mg 3,500 錠 

45 血液代用

剤（331) 

等張液 生理食塩液 （生理食塩液 100mL）大塚 700 瓶 

46 （生理食塩液 20mL）大塚 700 管 

47 アレルギ

ー 用 薬

抗ヒスタミン薬 クロルフェ

ニラミンマ

ポララミン錠 2mg 7,000 錠 
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(441,44

9) 

レイン酸塩 

48 アレルギー性疾患治療剤 エピナスチ

ン塩酸塩 

アレジオン錠 10 ㎎ 700 錠 

49 グラム陽

性・陰性

菌に作用

するもの

(613) 

セフェム系抗生物質（第三世代） セフカペン

ピボキシル

塩酸塩水和

物 

フロモックス錠 100mg 700 錠 

50 セフェム系抗生物質（第三世代） セフカペン

ピボキシル

塩酸塩水和

物 

フロモックス小児用細粒 100

ｍｇ（分包 0.5ｇ） 

840 包 

51 グラム陽

性菌、マ

イコプラ

ズマに作

用するも

の(614) 

マクロライド系抗生物質 クラリスロ

マイシン 

クラリシッド錠 200ｍｇ/クラ

リス錠 200ｍｇ 

700 錠 

52 15 員環マクロライド系抗生物質 アジスロマ

イシン水和

物 

ジスロマック細粒小児用 10％

（分包 1ｇ） 

420 包 

53 合成抗菌

剤(624) 

ニューキノロン系抗菌剤 レボフロキ

サシン水和

物 

クラビット錠 500mg 700 錠 

54 眼科用材

（131） 

アレルギー性疾患治療剤 フルオロメ

トロン 

フルメトロン点眼液  0.1％

（5ml） 

70 本 

55 眼科領域における表面麻酔 オキシブプ

ロカイン塩

酸塩 

ベ ノ キ シ ー ル 点 眼  0.4 ％

（5ml） 

70 本 

56 眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、

瞼板腺炎、角膜炎 

オフロキサ

シン 

タ リ ビ ッ ト 眼 軟 膏  0.3 ％

（3.5g） 

700 本 

57 ニューキノロン系抗菌剤 レボフロキ

サシン水和

物 

クラビット点眼液 0.5％（5ｍ

L） 

700 本 

58 副交感神経刺激・縮瞳 ピロカルピ

ン塩酸塩 

サンピロ点眼液 2％（5ｍL） 700 本 

59 （263）

化膿性疾

患用剤 

アミノグリコシド系抗生物質 ゲンタマイ

シン硫酸塩 

ゲ ン タ シ ン 軟 膏 ／ ク リ ー ム

0.1％（10ｇ） 

1,400 本 

60 アミノグリコシド系抗生物質 フラジオマ

イシン硫酸

塩 

ソフラチュール貼付剤 10cm 3,500 枚 

61 消 炎 剤 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合 ベタメタゾ リンデロン-VG 軟膏／クリー 700 本 
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(264) 鎮

痛・鎮痒・

収斂 

剤 ン吉草酸エ

ステル・ゲン

タマイシン

硫酸塩 

ム 0.12％（5g） 

62 消炎剤 アズレン アズノール軟膏 0.033％（20

ｇ） 

700 本 

63 インドール酢酸系解熱消炎鎮痛剤 インドメタ

シン 

インテバンクリーム 1％（25

ｇ） 

700 本 

64 防疫用殺

菌消毒剤

（261）

外皮用殺

菌消毒剤

（732） 

殺菌消毒剤 スルファジ

アジン銀  

ゲーベンクリーム 100g 35 本 

消毒用エタ

ノール 

消毒用エタノール「マルイシ」

500mL 

７ 本 

クロロヘキ

シジングル

コン酸塩 

0.05W/V ％ マ ス キ ン 水

500mL 

７ 本 

ポピドンヨ

ード液 

イソジン液 10％ 21 本 

オスバン オスバン S（10％）600 mL ７ 本 

ベンザルコ

ニウム塩化

物液綿棒 

スクワプスティックベンザルコ

ニウム 

700 本 
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資料８：医薬品等発注書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時薬剤師班活動ガイドライン（初版）P73 より 
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資料９：災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

【発災後 3 日目以降の医薬品確保】 

 

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

墨田区（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）とは、災害時に

おける医薬品等の調達業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、墨田区地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の

調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じ

たときは、乙に対し、医薬品等の供給について、医薬品等調達協力要請書（様式１）に

より協力を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、口頭等によっても行うことができる。 

（要請に対する報告） 

第３条 乙は、前条第 1 項の規定により甲から要請を受けたときは、調達の可否について

甲に報告する。 

（医薬品等の範囲） 

第４条  甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は、当該範囲内におい

て供給可能な品目及び数量を供給するものとする。 

（１）医薬品 

（２）衛生材料 

（３）医療器具 

（４）前３号に掲げるもののほか、甲が指定するもの 

（費用負担） 

第５条 この協定により乙が供給した医薬品等の代金及び搬送に係る費 用は、甲が負担

するものとする。ただし、当該費用のうち医薬品等の代金に係る費用は、災害発生時の

直前における価格を基準として適正な額と認められる範囲内で負担するものとする。 

（費用の支払） 

第６条 乙は、供給の終了後、前項の費用について精算し、医薬品等調達協力費用請求書

（様式２）により甲に対し請求するものとする。 

２  甲は、前項の請求書の受領後、遅滞なくその支払をするものとする。 

（協議） 

第７条  この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協

議の上決定するものとする。 

（有効期限） 
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第 8 条 この協定は、この協定の締結の日からその効力を生ずるものとし、甲乙のいず

れかの解約の申出がない限り、その効力は継続するものとする。 

 

 

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

平成２６年９月１８日 

          

             東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

         甲   墨田区 

             代表者 墨田区長 山﨑 昇 印 

 

              

         乙   所在地 

             代表者氏名         ㊞ 
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様式１  

医薬品等調達協力要請書 

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書第 2 条第 1 項の規定により、下記

のとおり協力を要請する。 

１ 納品日時 

      年   月   日          時    頃 

２ 納品場所  

  (緊急)医療救護所（          地区） 

   医薬品ストックセンター(                    地区) 

  その他（              ） 

３ 医薬品等リスト 

 名称（商品名）  数量 単位 備考 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

 

年  月  日 

 株式会社               支店 

  支店長              様 

                      墨田区長名 
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資料１０：災害用処方箋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時薬剤師班活動ガイドライン（初版）P70 より 

  

※ この災害用処方箋は医療救護所内の調剤所用です。 
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資料１１：災害用薬袋 
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災害時薬剤師班活動ガイドライン（初版）P71～72 より 
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資料１２：緊急医療救護所に備えおく医療資器材等一覧 

衛生資材（診断用具） 

1 聴診器 Ｗヘッド  2  

個 2 アネロイド血圧計  2  

3 アネロイド血圧計小児用カフ  1  

4 テーラー式打診器  1  

本 5 ペンライト 瞳孔ゲージ付  3  

6 電子体温計 テルモ ET-C230P 3  

7 舌圧子 ディスポ  200 本 滅菌済 1  箱 

８ パルスオキシメーター    

９ 歯科用ミラー・ピンセットセット  30 包 

 

衛生資材（外科用具） 

8 爪切り  1  
本 

9 とげぬき  2  

10 耳鏡 Spirit ファイバーオトスコープ CK-939 1  組 

11 万能ばさみ  5  本 

12 ディスポピンセット  13ｃｍ有鈎 100 本 2  箱 

13 ディスポケミカルハサミ 両尖 両尖 11.5ｃｍ 50  本 

14 ディスポ膿盆 100 枚 2  

箱 

15 カップ入滅菌済み綿球 20ｍｍ 5 球×20 2  

16 綿棒 両綿  200 本×2 1  

17 ボニメッドスキンステープラワイド  6 個 1  

18 ボニメッドステープリムーバー  10 個 1  

19 ステリストリップスキンクロージャー  6 本×10 5  

 

衛生材料（骨折用） 

20 メディシーネ （大）  25×100×830 6 個 2  

箱 

21 メディシーネ （中）  20×90×720 6 個 3  

22 メディシーネ （小）  20×80×630 6 個 5  

23 アルフェンス２号 腕用  1.5×50×400 6 個 2  

24 アルフェンス８号 指用  厚 1.0ｍｍ 12 枚 1  

25 アルフェンス１０号 指用  1.5×13×200 24 枚 1  

26 ブランチューブＳＳ 5×60 ㎝ 10 個 2  

27 ブランチューブＭ 10×100 ㎝ 10 個 2  

28 胸部ベルト(フリーサイズ)  バスト 333 10  枚 

29 ニッパー  ホーザン N-9-150 2  個 
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衛生材料（感染防止用） 

30 ディスポーザブルマスク  不織布 3 層 50 枚入 3  箱 

31 ビニールエプロン ホワイト 袖無  100  枚 

32 ディスポーザブルキャップ ゴム式  100 枚 1  
箱 

33 ディスポーザブルガウン フリーサイズ ポリプロ不織布 50 枚 3  

34 フェースシールドセット  フレーム 1・スペア 10 枚 8  組 

35 ディスポグローブ（ニトリル）Ｓ  100 枚 4  

箱 36 ディスポグローブ（ニトリル）M 100 枚 4  

37 ディスポグローブ（ニトリル）L   100 枚 4  

 

衛生材料（包帯・ガーゼ・テープ等） 

38 弾力包帯（ラバータイ）  7.5 ㎝×4.5ｍ 10 巻 2  

箱 

39 弾力包帯（ラバータイ）  5 ㎝×4.5m 10 巻 2  

40 弾力包帯（ラバータイ）  10 ㎝×4.5m 10 巻 2  

41 弾力包帯（ラバータイ）  17.5 ㎝×4.5m 10 巻 2  

42 伸縮包帯 エルウェーブ 2 号  5ｃｍ×4.5ｍ 6 巻 4  

43 伸縮包帯 エルウェーブ 3 号  7.5ｃｍ×4.5ｍ 6 巻 4  

44 テーピングテープ  5 ㎝×5ｍ 2  巻 

45 滅菌三角巾 Ｌ  105×105×150ｃｍ 20  個 

46 ネット包帯 指用  8ｍｍ×25ｍ 2  

箱 47 ネット包帯 四肢用  16ｍｍ×25ｍ 2  

48 ネット包帯 胴体用  75ｍｍ×25ｍ 2  

49 救急包帯 アルデルム 大  30  
本 

50 救急包帯 アルデルム 小  30  

51 純綿包帯 耳付 ３裂 9.3ｃｍ×9ｍ 20  

巻 52 純綿包帯 耳付 4 裂 7.0ｃｍ×9ｍ 20  

53 純綿包帯 耳付 5 裂  5.6ｃｍ×9ｍ 20  

54 救急包帯 多頭帯型 中  20  
個 

55 救急包帯 多頭帯型 小  20  

56 滅菌ガーゼ  30 ㎝×30 ㎝ 150 枚 7  箱 

57 八折ガーゼ  7.5 ㎝×14 ㎝ 1,000 枚 

58 サージカルテープ  2.5ｃｍ×9ｍ 20  
巻 

59 サージカルテープ  1.2ｃｍ×9ｍ 20  

60 清浄綿   8×8ｃｍ 2 つ折 200  
枚 

61 清浄綿 アルコールタイプ  4×8ｃｍ 2 つ折 200  
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62 滅菌タオル包帯 大  10  

個 

63 滅菌タオル包帯 小  10  

64 キズパワーパッド（バンドエイド）  普通 10 枚 5  

65 キズパワーパッド（バンドエイド）  大きめ 6 枚 5  

66 止血帯（プラメタ） 30×300ｍｍ 4  

67 眼帯 FC 眼帯セット  20  

 

雑品 

68 ペーパータオル  220×230ｍｍ 100 枚 15  個 

69 片面吸水ドレープ 90×90 ㎝ 50 枚 1  箱 

70 紙おむつ（大人用）テープタイプ Ｍ 10 枚 1  

個 

71 紙おむつ（小児用）テープタイプ Ｍ 42 枚 1  

72 生理用ナプキン（昼用）羽なし  30 個 2  

73 生理用ナプキン（夜用）羽なし  11 個 2  

74 脱脂綿  100ｇ 3  

75 瞬間冷却剤 ひえっぺ  30  

76 手洗い用ポリタンク 20L  1  

77 折り畳みバケツ 10Ｌ  2  

78 ディスポシーツ  100ｃｍ×50ｍ 1  

79 救急アルミシート  125×225ｃｍ 50  

80 紙コップ ２００ｍｌ  １００個 3  

81 ポリ袋 ７０L  １０枚 9  

82 ポリ袋 ２０L  １０枚 9  

83 トラロープ  径９ｍｍ×長１０ｍ 6  本 

84 S 字フック 耐荷重７ｋｇ 長８０ｍｍ 15  

個 
85 懐中電灯 防水  単二電池×２個 6  

86 石鹸 固形  １００ｇ 9  

87 食品用ラップ  業務用 30ｃｍ×50ｍ 6  

88 フェイスタオル 白  30  枚 

 

事務用品 

89 ハサミ フィットカットカーブスマート  6  
本 

90 セロハンテープ  24ｍｍ×35ｍ 3  

91 布梱包用テープ スコッチ  50ｍｍ×25ｍ 3  
巻 

92 養生テープ 緑  50ｍｍ×25ｍ 9  

93 ライティングシート  60×80ｃｍ５シート巻 3  個 
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94 油性ボールペン 黒  30  
本 

95 油性マーカー ツイン（細/太） 黒  9  

96 画版 クリップボード A4 サイズ 樹脂製  15  枚 

97 マルチコピーペーパー 高白色 A4  500 枚 3  冊 

98 ふせん ポストイット再生紙ノート  75×14ｍｍ ４冊 3  
個 

99 ふせん ポストイット再生紙ノート  75×100ｍｍ 10 冊 3  

100 白板マーカー 中字 黒  6  

本 101 白板マーカー 中字 赤  6  

102 白板マーカー 中字 青  6  

 

設営・運営物品等 
 

ブルーシート    
 

毛布    
 

リヤカー    
 

投光器    

 キャリーワゴン    
 

災害用処方箋 基本情報記載あり 100  

 薬袋 50 袋   
 

災害用カルテ    
 

墨田区地図・防災マップ・ハザードマップ    
 

コンタクトリスト    

 トリアージタッグ 記載なし   

 翻訳機・モバイル wifi    

 

トリアージポスト物品 
 

ブルーシート    
 

カラーコーン    
 

トリアージタッグ 基本情報記載あり 200  
 

油性ボールペン    

 のぼり旗    
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資料１３：避難所等歯科口腔保健 標準アセスメント票 

 

 

  

災害時歯科医療救護活動ガイドライン P68 より 
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資料１４：墨田区災害医療救護者証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職種による救護者証の色の区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 救護者証の色 

医師 赤 

歯科医師 赤 

看護師 緑 

歯科衛生士 緑 

薬剤師 青 

柔道整復師 紺 

事務 黄 

その他医療従事者 橙 
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資料１５：墨田区災害医療コーディネーター設置要綱 

 

墨田区災害医療コーディネーター設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要とされる医療

が迅速かつ的確に提供されるよう円滑な医療救護活動の統括及び調整を図るため、墨田

区災害医療コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）を設置し、その取扱

いに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 コーディネーターは、墨田区災害対策本部災対保健衛生部に置くものとし、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する非常勤職員とす

る。 

（職務） 

第３条 コーディネーターは、大規模な災害が発生した場合に、墨田区における次の職務

に関し、統括及び調整を行うものとする。 

 （１）医療救護班の活動に関すること。 

 （２）医療情報の集約に関すること。 

 （３）収容先医療機関の確保に関すること。 

 （４）東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること。 

 （５）その他医療救護に関すること。 

（委嘱） 

第４条 コーディネーターは、災害医療及び墨田区における医療の実情に精通した経験豊

富な医師の中から区長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 コーディネーターの任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（定数） 

第６条 コーディネーターの定数は、最大３人とする。 

（勤務態様） 

第７条 コーディネーターの勤務日及び勤務箇所は、福祉保健部保健衛生担当部長（以下

「部長」という。）が定める。 
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（解職） 

第８条 区長は、コーディネーターが次のいずれかに該当するときは、その職を解くこと

ができる。 

 （１） 自己の都合により辞職を申し出たとき。 

 （２） 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられなくなったと

き。 

 （３） 職員としてふさわしくない行為があったとき。 

 （４） 事業の縮小又は予算の減少により廃職となったとき。 

 （５） その他区長が必要と認めたとき。 

（服務） 

第９条 コーディネーターは、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。 

 （２） 区の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。 

（報酬及び費用弁償） 

第１０条 コーディネーターに対する報酬及び費用弁償は、墨田区非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年墨田区条例第２１号）に基づき支給する。 

（公務災害補償等） 

第１１条 コーディネーターの公務上の災害又は通勤による災害の補償は、特別区非常勤

職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年特別区人事・厚生事務組合条例第８号）

等の定めるところによる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２６年８月１日から適用する。 
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資料１６：墨田区災害歯科コーディネーター設置要綱 

墨田区災害歯科コーディネーター設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、必要とされる歯科医療救護

活動及び歯科保健活動が迅速かつ的確に提供されるよう統括及び調整を図るため、墨田区災害歯

科コーディネーター（以下「歯科コーディネーター」という。）を設置し、その取扱いに関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 歯科コーディネーターは、墨田区災害対策本部の災対保健衛生部に置くものとし、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する非常勤職員とする。 

（職務） 

第３条 歯科コーディネーターは、大規模な災害が発生した場合に、墨田区における次の職務に関

し、統括及び調整を行うものとする。 

 （１） 墨田区災害医療コーディネーターを歯科医療救護活動においてサポートすること。 

（２） 地区歯科医療救護班の編成、派遣その他活動全般に関すること。 

 （３） 東京都歯科医師会等との連絡調整に関すること。 

 （４） その他歯科医療救護活動、歯科保健活動の統括に関すること。 

（委嘱） 

第４条 歯科コーディネーターは、墨田区における歯科医療の実情に精通した経験豊富な歯科医師

の中から区長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 歯科コーディネーターの任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（定数） 

第６条 歯科コーディネーターの定数の上限は、設けない。 

（勤務態様） 

第７条 歯科コーディネーターの勤務日及び勤務箇所は、福祉保健部保健衛生担当部長（以下「部

長」という。）が定める。 

（解職） 

第８条 区長は、歯科コーディネーターが次のいずれかに該当するときは、その職を解くことがで

きる。 
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 （１） 自己の都合により、辞職を申し出たとき。 

 （２） 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられなくなったとき。 

 （３） 職員としてふさわしくない行為があったとき。 

 （４） 事業の縮小又は予算の減少により廃職となったとき。 

 （５） その他区長が必要と認めたとき。 

（服務） 

第９条 歯科コーディネーターは、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。 

 （２） 区の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。 

 （報酬及び費用弁償） 

第１０条 歯科コーディネーターに対する報酬及び費用弁償は、墨田区非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３１年墨田区条例第２１号）に基づき支給する。 

（公務災害補償等） 

第１１条 歯科コーディネーターの公務上の災害又は通勤による災害の補償は、特別区非常勤職員

の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年特別区人事・厚生事務組合条例第８号）等の定める

ところによる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２８年７月１日から適用する。 
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資料１７：墨田区災害薬事コーディネーター設置要綱 

 

墨田区災害薬事コーディネーター設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合において、医療救護活動に必要とされ

る医薬品、医療資器材及び薬剤師による活動が迅速かつ的確に提供されるよう統括及び調整を図

るため、墨田区災害薬事コーディネーター（以下「薬事コーディネーター」という。）を設置し、

その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（身分） 

第２条 薬事コーディネーターは、墨田区災害対策本部の災対保健衛生部に置くものとし、地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規定する非常勤職員とする。 

（職務） 

第３条 薬事コーディネーターは、大規模な災害が発生した場合に、墨田区における次の職務に関

し、統括及び調整を行うものとする。 

 （１） 墨田区災害医療コーディネーターを薬事においてサポートすること。 

（２） 地区薬剤師班の編成、派遣その他活動全般に関すること。 

 （３） 墨田区災害薬事センターの長としての医薬品の供給管理に関すること。 

 （４） 区内の薬事関係者との連絡調整業務に関すること。 

（委嘱） 

第４条 薬事コーディネーターは、墨田区における薬事活動に精通した経験豊富な薬剤師の中から

区長が委嘱する。 

（任期） 

第５条 薬事コーディネーターの任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

（定数） 

第６条 薬事コーディネーターの定数の上限は、設けない。 

（勤務態様） 

第７条 薬事コーディネーターの勤務日及び勤務箇所は、福祉保健部保健衛生担当部長（以下「部

長」という。）が定める。 

（解職） 

第８条 区長は、薬事コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くこ
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とができる。 

 （１） 自己の都合により、辞職を申し出たとき。 

 （２） 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられなくなったとき。 

 （３） 職員としてふさわしくない行為があったとき。 

 （４） 事業の縮小又は予算の減少により廃職となったとき。 

 （５） その他区長が必要と認めたとき。 

（服務） 

第９条 薬事コーディネーターは、次の事項を遵守しなければならない。 

（１） 部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。 

 （２） 区の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。 

 （報酬及び費用弁償） 

第１０条 薬事コーディネーターに対する報酬及び費用弁償は、墨田区非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する条例（昭和３１年墨田区条例第２１号）に基づき支給する。 

（公務災害補償等） 

第１１条 薬事コーディネーターの公務上の災害又は通勤による災害の補償は、特別区非常勤職員

の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年特別区人事・厚生事務組合条例第８号）等の定める

ところによる。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２８年７月１日から適用する。 
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資料１８ 東京都の参考資料 

 

「災害時医療救護活動ガイドライン（平成３０年３月）」（東京都福祉保健局） 

 

「災害時における薬剤師班活動マニュアル（平成 26 年 9 月）」（東京都福祉保健局） 

 

「災害時歯科医療救護活動ガイドライン（平成 29 年 12 月）（東京都福祉保健局） 

 

 


